
議案第１号・第２号 補足説明資料

【議案第１号】
新潟市景観計画の一部変更について
（特別区域「古町花街地区」の追加他）

【議案第２号】
新潟市屋外広告物条例第3条第2項の規定による許可の基準の変更
及び第6条の規定による屋外広告物の規格の設定
並びに第10条第2項の規定による適用除外の変更について
（特別区域「古町花街地区」の追加に伴う改正他）

1

参考資料１
(議案第１・２号関連)

2

景観審議会への諮問事項

【議案第１号】
…新潟市景観計画を一部変更し、特別区域に「古町花街地区」を追加

【議案第２号】
１．【第3条第2項の規定による許可の基準の変更】

古町花街地区の屋外広告物の規格の設定に伴い、
現行の屋外広告物の規格の煩雑な表現の見直し

２．【第6条の規定による屋外広告物の規格の設定】
古町花街地区の規格の追加及び１．に伴う規格の表現の見直し

３．【第10条第2項の規定による適用除外の変更】
古町花街地区の新道ゾーンの許可申請が必要となる面積規模の改正



議案第１号

新潟市景観計画の一部変更について
（特別区域「古町花街地区」の追加）

3

4

前回審議会からの主な修正事項

修正の根拠修正事項項目

パブコメ基調色の無彩色の明度を8.5→9.0に修正建築物・工作物
の色彩基準①

前回審議会基準の意図を明記するなど表現の修正建築物の高さ・
壁面位置の基準②

前回審議会
パブコメ

・間⼝⽅向に⻑⼤な場合の基準を追加
・シャッター使用に関する基準の修正

建築物の
形態意匠の基準③

前回審議会東堀・⻄堀・古町通ゾーンの
屋上・壁面広告の基準の強化

屋外広告物の
基準④
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①建築物・工作物の色彩基準

古町再興を考えていただける市の⽅針には感謝する。
当店は客層を変える努力のため白壁と白木の外観に改装した。和風という点
では共通するが、白壁の明度が基準に適合しないこととなってしまう。

【色彩に関するパブリックコメントでのご意見】

全域東堀・⻄堀・古町通ゾーン新道ゾーン外壁や柱
等の色彩 アクセントカラー建築物・工作物建築物・工作物

彩度明度彩度明度彩度明度色相
色彩の制限なし

2階以下のみ使用可
（2階以下見付面積の

5％以下）

―
２以上
8.5以下

―２以上
8.5以下無彩色

４以下４以下２以上
7以下

10R〜５Y
２以下２以下上記以外

【適用除外】歴史的建造物の建築当初から使用されている材料の色彩
着色を施していない木材若しくは漆くいの色彩

【これまでの基準案】

白色は使用不可（無彩色の明度は8.5以下）

議案書 P3

6

①建築物・工作物の色彩基準

全域東堀・⻄堀・古町通ゾーン新道ゾーン外壁や柱
等の色彩 アクセントカラー建築物・工作物建築物・工作物

彩度明度彩度明度彩度明度色相
色彩の制限なし

2階以下のみ使用可
（2階以下見付面積の

5％以下）

―２以上
9以下―２以上

9以下無彩色

４以下２以上
8.5以下

４以下２以上
7以下

10R〜５Y
２以下２以下上記以外

【適用除外】歴史的建造物の建築当初から使用されている材料の色彩
着色を施していない木材若しくは漆くいの色彩

【修正後の基準案】

白色：現状のまちなみでも比較的使用

明度9.0まで使用できるよう修正
明度9.0を超える明るい白色は

漆くいの場合は使用可

議案書 P3

明度8.5 明度9.0 明度9.5

赤字：前回から修正
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②建築物の高さの基準

新堀

９番町:30m以下
８番町:40m以下
(突出を防ぐ) ２階建てに努める

(低層なまちなみ維持)

高さ30ｍ以下※９番町全域 高さ40ｍ以下※８番町
新道に最も近接する壁面の部分の高さは、２階建てを中心とした
まちなみの連続性を維持するため、２階建てに努める。新道

修正なし

議案書 P2・5

【基準案】

※施行時にすでに超えている建築物の増築・改築は、既存の高さを超えないこと。

②建築物の壁面位置の基準

３階以上は２階以下より
1.8ｍ以上後退
(低層なまちなみの維持)

２階以下は新道に
近接させるよう努める
(壁面連続性の維持)

【基準案】 赤字：前回から修正
議案書 P2・5

8

建築当初の位置を維持し、又はその位置が改変されている
場合は復原を基本とすること。

全域
歴史的建築物

２階建てを中心としたまちなみの連続性を維持
するため、２階以下の壁面より1.8ｍ以上後退※

３階以上
新道

歴史的建築物
以外

周辺との壁面の連続性を維持するため、新道の
道路境界から近接させるよう努める。
やむを得ず後退する場合は、3ｍ以内を標準と
し、新道沿いに門や塀を設けるよう努める。

２階以下

新道

門や塀

やむを得ず後退する場合
門や塀の設置に努める
（壁面連続性の維持）

基準の意図を明記

※施行時にすでに超えている建築物の増築・改築は、既存の壁面位置を超えないこと。



9

③建築物の形態意匠の基準
【基準案】

シャッターを使用しないよう努める。
やむを得ず使用する場合は、外壁と
同等の色彩とするなど、目立たない
ものとするよう努める。

外壁と同系色のシャッターの事例

間⼝の狭い建物の建ち並ぶまちなみ
を維持するため、新道に面する壁面
が⻑⼤となる場合は、壁面の色彩、
素材、形態による分節化を行うなど
の工夫に努める。

赤字：前回から修正

形態意匠が分節化されたイメージ

【新道ゾーン】 【新道ゾーン】新規追加 追記

議案書 P3

10

④屋外広告物の基準
【基準案】

集合型の突出広告の事例

赤字：前回から修正

【新道ゾーン】

【新道ゾーン】

突出広告の基準に集合型の規定を追加

彩度明度色相

―1.5以上
9.5以下無彩色

４以下２以上
7以下

10R〜5Y
２以下上記以外

地の色及び表示面積の1/3以上で使用する色
並びに掲出物件の色

地の色に⿊色を使用される事例がある
ため、下限値を2.0→1.5に修正

明度3.0 明度2.0 明度1.5 明度1.0
【突出広告】
集合型１営業所等につき0.25㎡以内

議案書 P14~16

【壁面・突出・野立広告】
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④屋外広告物の基準
【基準案】 赤字：前回から修正

【東堀・⻄堀・古町通ゾーン】

議案書 P17~18

設置高さ
地上から

９番町:30m以下
８番町:40m以下
(一般区域:
48ｍ以下)

広告物の高さ
10ｍ以下

(一般区域:
15ｍ以下)

【屋上広告】

設置高さ
地上から
10ｍ以下
(一般区域:
15ｍ以下)

壁面に直接
塗装する

広告物としない

ABC

現状の掲出状況を考慮し制限を強化

【壁面広告】

議案第２号

新潟市屋外広告物条例第3条第2項の規定による許可の基準の変更
及び第6条の規定による屋外広告物の規格の設定
並びに第10条第2項の規定による適用除外の変更について（案）
（特別区域「古町花街地区」の追加に伴う改正他）

12
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１．許可の基準（規格）の変更

改正案現行

景観計画の記載によるもの
（屋外広告物の制限に関する事項）

①広告物規則の別表第１による規格
②特別区域の告示による規格

①＋②

屋外広告物条例施行規則 改正（案）

【特別区域における現行の表現】
「①別表第１」に「②告示の規格」を加える表現となっており、
両⽅の基準を見比べなければ規格を判断できない

【表現の見直しを行う改正】
景観計画特別区域の規格を、景観計画の記載によるものとし、
景観計画に表現を一本化する

景観計画特別区域の屋外広告物の規格

議案書 P23

14

１．許可の基準（規格）の変更
現行の表現（別表第１＋告示の規格）とした場合 参考資料5 P1

参考資料5 P7〜

【①別表第１】
（全市共通の基準）

【②告示の規格】
（古町花街地区の規格）

建築物又は工作物を利用するもの
基準種類

15メートル以下、かつ、
…高さ屋上

広告

古町花街地区における広告物等の規格は、
別表第１に次の基準を加える

【東堀・⻄堀・古町通ゾーンの屋上広告の広告物の高さの基準に着⽬して⽐較】

（１）屋上広告
【高さ】10メートル以下、かつ、…

【東堀・⻄堀・古町通ゾーン】

①と②を見比べないと基準を判断できない

基準⇒「10メートル以下、かつ、…」（①と②の両方を満たすもの）

【①＋②】



１．許可の基準（規格）の変更
見直し後の表現（景観計画）

【東堀・⻄堀・古町通ゾーン】

議案書 P17〜18

基準種類
10メートル以下、かつ、地上から広告物等を設置する箇所までの
高さの3分の2以下
８番町側 地上からの高さ40メートル以下
９番町側 地上からの高さ30メートル以下

高さ屋上
広告

15

【東堀・⻄堀・古町通ゾーンの屋上広告の広告物の高さの基準に着⽬して⽐較】

建築物又は工作物を利用するもの

景観計画において一つの表にまとめ、表現を一本化することで、
２つの基準を見比べる必要のないよう表現を改善

16

２．屋外広告物の規格の設定
屋外広告物の規格（案）
景観計画に定める特別区域の屋外広告物の制限について、
屋外広告物条例に基づく規格としても定めるもの
（設定する規格については、別紙 議案第１号のとおり）

議案書 P23

①古町花街地区の規格の追加

②１．許可の基準の変更による各特別区域の規格の
表現の一本化
・信濃川本川大橋下流沿岸地区
・旧齋藤家別邸周辺地区
・旧小澤家住宅周辺地区
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３．適用除外の変更

改正案
現行許可申請

対象 東堀・⻄堀・古町通
ゾーン新道ゾーン

（改正なし）

１営業所等につき
合計１㎡超

又は
合計５個超

１営業所等につき
合計10㎡超

又は
合計５個超

簡易
広告物
以外

自
家
用

（改正なし）１営業所等につき
合計10個超

簡易
広告物

1団土地又は1物件につき
合計１㎡超

又は
合計２個超

1団土地又は1物件につき
合計10㎡超

又は
合計２個超

管理用
広告物

屋外広告物条例施行規則 改正（案）
適用除外の変更（自家用・管理用広告物の許可申請対象の変更）

新道ゾーンにおいて、小規模な広告物も細やかに審査を行うため、
許可申請が必要となる広告規模を改正

議案書 P24

Ｒ
７
年
度

地元関係者への説明
（住⺠説明会）

18

都市計画審議会（意見照会）

パブリックコメント

特別区域指定に向けたスケジュール（案）

景観審議会（諮問）

景観条例改正（市議会）

古町花街地区 施行

Ｒ
８
年
度

景観審議会

(本日)

（景観計画・景観条例・屋外広告物条例施行規則の改正）

届出が必要となる行為の規定
等に関する改正



参考資料２
(議案第３号関連)

議案第３号 補足説明資料

【議案第３号】
景観重要建造物の指定について（鍋茶屋 及び 瓢亭）

1

2

景観重要建造物とは

●景観法に基づき、地域の良好な景観形成の「核」となる重要な建造物
を市⻑が指定することで、建造物の保全を図る制度

●本市における指定件数：５件

行形亭 土蔵 行形亭 門・塀 北方文化博物館新潟分館 土蔵

旧片桐家住宅 主屋 旧片桐家住宅 土蔵



3

支援と制約

支援

制約
建造物の増築・改築・移転・除却や、
外観を変更する修繕・模様替・色彩変更を行う際、
市⻑の許可が必要
（通常の管理行為や非常災害のための応急措置等を除く）

現状変更の規制

良好な景観が損なわれないよう適切に管理しなけれ
ばならない
（防災上必要な措置を講じることや、定期的な点検を実施する
こと等が必要）

管理義務

相続税において土地・建物評価額の30％控除可税制優遇
外観の修景に対する市の助成金制度を利用可

助成金 新潟市歴史的まちなみ保全事業助成金
景観重要建造物の場合、最大1,050万円

4

指定方針等

●道路やその他公共の場所から誰もが容易に望見することができる

●市⺠に親しまれ地域の景観形成上重要と認められる

●外観が歴史的・文化的・シンボル的な特徴を有する

指定方針

●老朽化や後継者の不足による解体が危惧される歴史的建造物

●登録有形文化財など所有者の保存の意思が示されている建造物

●みなとまち新潟を象徴する伝統的な景観を有する地域内の建造物

具体的な取組方針

（新潟市景観計画より）

（過去の景観審議会への説明より）



100 100ｍ

この度の景観重要建造物指定の取組

（１）鍋茶屋

古町花街地区（案）

（２）瓢亭

5

古町花街地区の特別区域指定
（面的な景観保全）

地区内の景観重要建造物指定
（単体の建造物保全）

国登録有形文化財で
所有者と協議の整った２件を
特別区域指定に合わせて指定

6

建造物の概要（１）鍋茶屋

鍋茶屋 （平成12年 国登録有形文化財へ登録）名称
木造３階建他構造明治43年他年代主屋他棟

・幕末期創業と伝わる料亭。
・１階から３階に向かって規模が大きくなる各室では、欄間・
棚等に多様な意匠が施され、近代和風の粋が凝らされている。

文化財の
解説
参考：

文化庁HP
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（１）鍋茶屋 建造物の概要

主屋
明治43年 木造3階建て

離れ座敷
昭和6年 木造2階建て

応接室棟
昭和6年 木造(一部RC造)3階建て

（写真：文化庁HPより引用）

竪羽目板張

漆喰塗

石張

タイル張

8

（１）鍋茶屋 建造物の概要

離れ土蔵
昭和初期 土蔵造2階建て

表門及び外塀
昭和12年 鉄筋コンクリート造

煉⽡蔵
明治43年 煉⽡造平屋建て

土蔵
明治43年 木造2階建て

海鼠壁

漆喰塗

煉⽡壁

石積
なまこ
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（１）鍋茶屋 指定範囲（案）

離れ
座敷

応接室
棟

煉⽡蔵土蔵

離れ
土蔵

主屋

表門 外塀

東堀通指定範囲（案）

東新道（鍋茶屋通）

10

（１）鍋茶屋 外観の特徴・指定理由

東新道からの景観

●古町花街の代表的な料亭建築。主屋には外壁に竪羽目板張りや
漆くい等が用いられ、近代和風建築の粋と贅を凝らしている。
また、煉⽡蔵の煉⽡壁、離れ土蔵の海鼠壁、表門及び外塀の腰壁
石積等により、街路に多様な景観をもたらしている。

●国登録有形文化財であり、みなとまち新潟を象徴する景観の構成
要素となっている。

東堀通からの景観



11

建造物の概要（２）瓢亭

瓢亭（令和５年国登録有形文化財へ登録）名称
木造２階建構造昭和9年頃年代主屋棟

・古町の街路に面する元芸妓の住宅兼稽古場。
・前栽と玄関を構えた２階建寄棟造桟⽡葺。花街の住宅の典型で、
風情ある歴史的町並みを形成する。

文化財の
解説
参考：

文化庁HP

12

（２）瓢亭 指定範囲（案）

指定範囲（案）

東新道
（鍋茶屋通）

中庭

主屋

前
庭
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（２）瓢亭 外観の特徴・指定理由

●塀で囲われた前栽と玄関を構えた元芸妓の住宅兼稽古場。
出格子や外壁の下見板張り、竹を用いた数寄屋風の細部意匠などを
凝らした花街建築であり、新道の歴史的風情を形成している。

●国登録有形文化財であり、みなとまち新潟を象徴する景観の構成
要素となっている。

東新道からの景観 路地沿いの景観

14
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新潟市景観計画  新旧対照表（案）  

変  更  案  現     行  

 

新  潟  市  景  観  計  画  

 

 

１  景観計画区域 (法第８条第２項第１号関係 ) 

 

(１ ) 景観計画区域  （略）  

 

(２ ) 区域の区分  

 景観計画区域の中で、その地域の特性に応じた景観形成を進める必要がある区域

を「特別区域」、特別区域以外を「一般区域」と区分する。  

    特別区域には、下記の５地区を設定する。  

    

 地区名  地区の概況  

ア  二 葉 町 １ 丁 目 １ 区 地

区  

日本海や 松林に 隣接 し，中心 市街地 に近 接した閑 静な

住宅地であり，「都市景観形成地区」に指定された地区。  

(面積  約 3.4ha) 

イ  

 

信 濃 川 本 川 大 橋 下 流

沿岸地区  

本市を代 表する 景観 のひとつ として ，将 来にわた って

市民共通の資産として，景観形成を図るべき地区。  

(面積  約 133.7ha) 

ウ  旧 齋 藤 家 別 邸 周 辺 地

区  

江戸時代 から続 く料 亭，明治 や大正 期に 建築され た実

業家や豪商 の旧別荘 といった歴 史的建造 物が建ち並 ぶ地

区。  

 (面積  約 1.6ha) 

エ  旧 小 澤 家 住 宅 周 辺 地

区  

廻船問屋であった旧小澤家住宅（新潟市文化財）をはじ

めとする歴 史的な町 屋が建ち並 ぶ，みな とまち新潟 を象

徴する景観として保全を図るべき地区。  

（面積  約 0.8ha）  

オ  古町花街地区  江戸時代にさかのぼる全国随一の料亭をはじめ、茶

屋・置屋などの歴史的な花街建築が集中し、新潟の芸妓

文化と伝統的な花街を象徴する景観として保存を図るべ

き地区。  

（面積  約 5.3ha）  

 

 

「特別区域は、計画図表示のとおり。」  

 

 

 

新  潟  市  景  観  計  画  

 

 

１  景観計画区域 (法第８条第２項第１号関係 ) 

 

(１ ) 景観計画区域  （略）  

 

(２ ) 区域の区分  

 景観計画区域の中で、その地域の特性に応じた景観形成を進める必要がある区域

を「特別区域」、特別区域以外を「一般区域」と区分する。  

    特別区域には、下記の４地区を設定する。  

    

 地区名  地区の概況  

ア  二 葉 町 １ 丁 目 １ 区 地

区  

日本海や 松林に 隣接 し，中心 市街地 に近 接した閑 静な

住宅地であり，「都市景観形成地区」に指定された地区。  

(面積  約 3.4ha) 

イ  

 

信 濃 川 本 川 大 橋 下 流

沿岸地区  

本市を代 表する 景観 のひとつ として ，将 来にわた って

市民共通の資産として，景観形成を図るべき地区。  

(面積  約 133.7ha) 

ウ  旧 齋 藤 家 別 邸 周 辺 地

区  

江戸時代 から続 く料 亭，明治 や大正 期に 建築され た実

業家や豪商 の旧別荘 といった歴 史的建造 物が建ち並 ぶ地

区。  

 (面積  約 1.6ha) 

エ  旧 小 澤 家 住 宅 周 辺 地

区  

廻船問屋であった旧小澤家住宅（新潟市文化財）をはじ

めとする歴 史的な町 屋が建ち並 ぶ，みな とまち新潟 を象

徴する景観として保全を図るべき地区。  

（面積  約 0.8ha）  

 

 

 

 

 

 

 

「特別区域は、計画図表示のとおり。」  

 

 

参考資料３  
(議案第１号関連 ) 
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２  良好な景観の形成に関する方針 (法第８条第３項関係 ) 

 

(１ ) 基本理念  (略 ) 

  

(２ ) 基本目標  (略 ) 

 

(３ ) 実現に向けての基本姿勢  (略 ) 

  

(４ ) 基本方針  (略 ) 

 

(５ ) 特別区域の方針  

ア  二葉町１丁目１区地区  (略 ) 

 

イ  信濃川本川大橋下流沿岸地区  (略 ) 

 

   ウ  旧齋藤家別邸周辺地区  (略 ) 

 

エ  旧小澤家住宅周辺地区  (略 ) 

 

オ  古町花街地区  

（ア）まちなみを構成する歴史的建造物の保全を図り、全国随一の料亭中心の伝

統的花街として歴史的な風情を感じる景観づくりを進める。  

（イ）新道沿いの空間は、細街路に建物が建ち並ぶ景観を保全し、芸妓に似合う、

和の風情を基調とした景観づくりを進める。  

（ウ）東堀・西堀・古町通沿いの空間は、花街の趣きを感じつつ、活気ある景観

づくりを進める。  

（エ）歴史的建造物は、歴史的な価値を尊重した修理・復原を図り、歴史的建造

物以外の建造物は、地区の特性を踏まえた修景を図ることで、オーセンティ

シティを重視した景観づくりを進める。  

  （オ）道路空間においては、歴史的なまちなみと調和した素材を用いるなど、質

の高い景観づくりを進める。  

 

３  良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項 (法第８条第２項第２号関係 )  

 

(１ ) 一般区域（略）  

 

(２ ) 特別区域  

 

ア  二葉町１丁目１区地区（略）  

 

イ  信濃川本川大橋下流沿岸地区（略）  

２  良好な景観の形成に関する方針 (法第８条第３項関係 ) 

 

(１ ) 基本理念  (略 ) 

  

(２ ) 基本目標  (略 ) 

 

(３ ) 実現に向けての基本姿勢  (略 ) 

  

(４ ) 基本方針  (略 ) 

 

(５ ) 特別区域の方針  

ア  二葉町１丁目１区地区  (略 ) 

 

イ  信濃川本川大橋下流沿岸地区  (略 ) 

 

   ウ  旧齋藤家別邸周辺地区  (略 ) 

 

エ  旧小澤家住宅周辺地区  (略 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３  良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項 (法第８条第２項第２号関係 )  

 

(１ ) 一般区域（略）  

 

(２ ) 特別区域  

 

ア  二葉町１丁目１区地区（略）  

 

イ  信濃川本川大橋下流沿岸地区（略）  
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ウ  旧齋藤家別邸周辺地区（略）  

 

エ  旧小澤家住宅周辺地区（略）  

 

オ  古町花街地区  

 

届出対象行為  

（ア）  新道ゾーン  

(ａ )  建 築 物 の 新 築 、 増 築 、 改 築 又 は 移 転  

(ｂ )  建 築 物 の 道 路 か ら 見 え る 外 観 を 変 更 す る こ と と な る 修 繕 若 し く は 模 様 替 又 は 色 彩 の 変 更  

   た だ し 、 当 該 変 更 部 分 が 特 定 屋 内 広 告 物 の み に 係 る も の を 除 く  

(ｃ )  工 作 物 の 新 設 、 増 築 、 改 築 又 は 移 転  

(ｄ )  工 作 物 の 道 路 か ら 見 え る 外 観 を 変 更 す る こ と と な る 修 繕 若 し く は 模 様 替 又 は 色 彩 の 変 更  

(ｅ )  道 路 か ら 見 え る 木 竹 の 植 栽 又 は 伐 採  

 

（イ）  東堀・西堀・古町通ゾーン  

(ａ )  建 築 物 の 新 築 、 増 築 、 改 築 又 は 移 転  

(ｂ )  建 築 物 の 道 路 か ら 見 え る 外 観 を 変 更 す る こ と と な る 修 繕 若 し く は 模 様 替 又 は 色 彩 の 変 更  

   た だ し 、 当 該 変 更 部 分 の 面 積 の 合 計 が 10 平 方 メ ー ト ル を 超 え な い も の を 除 く  

(ｃ )  工 作 物 の 新 設 、 増 築 、 改 築 又 は 移 転  

(ｄ )  工 作 物 の 道 路 か ら 見 え る 外 観 を 変 更 す る こ と と な る 修 繕 若 し く は 模 様 替 又 は 色 彩 の 変 更  

   た だ し 、 当 該 変 更 部 分 の 面 積 の 合 計 が 10 平 方 メ ー ト ル を 超 え な い も の を 除 く  

(ｅ )  道 路 か ら 見 え る 木 竹 の 植 栽 又 は 伐 採  

 

 注 １ ． 新 道 と は 、 市 道 中 央 ３ － ８ １ 号 線 の う ち 市 道 西 大 畑 町 秣 川 岸 通 線 と 直 交 す る ま で の 北 側 の

区 間 及 び 市 道 中 央 ３ － ８ ２ 号 線 を い う 。  

 注 ２ ． 新 道 ゾ ー ン と は 、 当 該 地 区 の う ち 、 新 道 の 道 路 中 心 線 よ り 20 メ ー ト ル の 範 囲 を い う 。  

 注 ３ ． 東 堀 ・ 西 堀 ・ 古 町 通 ゾ ー ン と は 、 当 該 地 区 の う ち 、 新 道 ゾ ー ン を 除 く 範 囲 を い う 。  

 

景観形成基準  

（ア）  新道ゾーン  

対 象 事 項  景 観 形 成 基 準 (行 為 制 限 )  

建

築

物  

高 さ  

○ 市 道 中 央 ３ － ８ ０ 号 線 の 道 路 中 心 線 よ り 南 側 の 敷 地 は 、 敷 地 地 盤 面 か ら ４ ０ メ

ー ト ル 以 下 、 市 道 中 央 ３ － ８ ０ 号 線 の 道 路 中 心 線 か ら 北 側 の 敷 地 は 、 敷 地 地 盤

面 か ら ３ ０ メ ー ト ル 以 下 と す る こ と 。た だ し 、こ の 特 別 区 域 施 行 の 際 、こ れ を 超

え て い た 建 築 物 の 増 築 又 は 改 築 に つ い て は 、 既 存 の 高 さ を 超 え な い こ と 。  

● 新 道 に 最 も 近 接 す る 壁 面 の 部 分 の 高 さ は 、 ２ 階 建 て を 中 心 と し た ま ち な み の 連

続 性 を 維 持 す る た め 、 ２ 階 建 て と す る よ う 努 め る こ と 。  

配 置  ○ 歴 史 的 建 築 物 の 壁 面 の 位 置 は 、 建 築 当 初 の 位 置 を 維 持 し 、 又 は そ の 位 置 が 改 変

 

ウ  旧齋藤家別邸周辺地区（略）  

 

エ  旧小澤家住宅周辺地区（略）  
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さ れ て い る 場 合 は 復 原 を 基 本 と す る こ と 。  

● 歴 史 的 建 築 物 以 外 の 新 道 に 面 す る ３ 階 以 上 の 壁 面 は 、 ２ 階 建 て を 中 心 と し た ま

ち な み の 連 続 性 を 維 持 す る た め 、 新 道 に 面 す る ２ 階 以 下 の 壁 面 よ り １ ． ８ メ ー

ト ル 以 上 後 退 す る こ と 。 た だ し 、 こ の 特 別 区 域 施 行 の 際 、 こ れ を 超 え て い た 建

築 物 の 増 築 又 は 改 築 に つ い て は 、 既 存 の 壁 面 の 位 置 を 超 え な い こ と 。  

● 歴 史 的 建 築 物 以 外 の 新 道 に 面 す る ２ 階 以 下 の 壁 面 は 、 周 辺 と の 壁 面 の 連 続 性 を

維 持 す る た め 、 新 道 の 道 路 境 界 に 近 接 さ せ る よ う 努 め る こ と 。 た だ し 、 や む を

得 ず 後 退 す る 場 合 は 、 新 道 の 道 路 境 界 か ら ３ メ ー ト ル 以 内 の 後 退 を 標 準 と し 、

新 道 の 道 路 境 界 に 近 接 さ せ て 門 、 塀 又 は 庭 を 設 置 す る な ど 、 周 辺 と の 壁 面 の 連

続 性 を 維 持 す る よ う 努 め る こ と 。  

形 態 意  

匠 及 び  

色 彩  

○ 歴 史 的 建 築 物 は 、 建 築 当 初 の 外 観 を 尊 重 し て 維 持 や 復 原 を す る こ と 。 た だ し 、

こ れ が 難 し い 場 合 は 、 歴 史 的 な ま ち な み に 調 和 し た 素 材 や 工 法 を 採 用 す る こ

と 。  

○ 歴 史 的 建 築 物 以 外 の 建 築 物 は 、 当 該 区 域 内 に あ る 歴 史 的 建 築 物 の 建 築 当 初 に 使

用 さ れ て い た 素 材 や 色 彩 を 使 用 す る な ど 、 歴 史 的 な ま ち な み に 調 和 し た 外 観 と

す る こ と 。 た だ し 、 歴 史 的 建 築 物 で 用 い ら れ る 意 匠 の 安 易 な 模 倣 は 避 け る こ

と 。  

○ 歴 史 的 建 築 物 の 外 壁 は 、 古 町 花 街 建 築 の 特 徴 で あ る 縦 羽 目 板 張 り な ど 、 建 築 当

初 に 使 用 さ れ て い た 素 材 や 工 法 に よ る 維 持 や 復 原 を 基 本 と す る こ と 。  

○ 歴 史 的 建 築 物 の 軒 及 び 庇 は 、 古 町 花 街 建 築 の 特 徴 で あ る 軒 裏 及 び 庇 裏 の 垂 木 表

し な ど 、 建 築 当 初 に 使 用 さ れ て い る 素 材 や 工 法 に よ る 維 持 や 復 原 を 基 本 と す る

こ と 。  

○ 歴 史 的 建 築 物 の 屋 根 形 状 は 、 建 築 当 初 の 形 状 を 維 持 し 、 又 は そ の 形 状 が 改 変 さ

れ て い る 場 合 は 復 原 を 基 本 と す る こ と 。 歴 史 的 建 築 物 以 外 の 屋 根 形 状 は 、 二 方

向 以 上 に 流 れ る 勾 配 屋 根 と す る よ う 努 め る こ と 。  

○ 歴 史 的 建 築 物 の 細 部 意 匠 は 、 古 町 花 街 建 築 の 特 徴 で あ る 曲 面 上 裏 、 透 か し 彫 り

の 欄 間 細 工 、 開 口 部 の 目 隠 し 板 や 格 子 な ど 、 建 築 当 初 に 使 用 さ れ た 意 匠 の 維 持

や 復 原 を 基 本 と す る こ と 。  

○ 木 材 、 漆 く い 、 石 、 日 本 瓦 そ の 他 の 当 該 区 域 内 に あ る 歴 史 的 建 築 物 の 建 築 当 初

に 使 用 さ れ て い た 自 然 素 材 等 を 積 極 的 に 用 い る よ う 努 め る こ と 。 自 然 素 材 等 を

使 用 し な い 場 合 は 、 過 度 な 光 沢 の な い も の と す る こ と 。  

● 新 道 側 に 表 側 を 見 せ る こ と 。  

● 新 道 ゾ ー ン で は 、 間 口 の 狭 い 建 物 の 建 ち 並 ぶ ま ち な み を 維 持 す る た め 、 間 口 方

向 に 壁 面 が 長 大 と な る 場 合 は 、 壁 面 の 色 彩 、 素 材 、 形 態 に よ る 分 節 化 を 行 う な

ど の 工 夫 に 努 め る こ と 。  

● 新 道 ゾ ー ン の 建 具 は 、 木 製 を 基 本 と し 、 ア ル ミ そ の 他 の 素 材 を 用 い る 場 合 に は

縦 桟 又 は 格 子 を つ け る よ う 努 め る こ と 。  

● 新 道 ゾ ー ン で は 、 シ ャ ッ タ ー を 使 用 し な い よ う 努 め る こ と 。 た だ し 、 や む を 得

ず シ ャ ッ タ ー を 使 用 す る 場 合 は 、 外 壁 と 同 等 の 色 彩 と す る な ど 、 目 立 た な い も

の と す る よ う 努 め る こ と 。  
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● 新 道 ゾ ー ン の 外 壁 の 基 調 色 は 、 マ ン セ ル 値 に よ る も の と し 、 次 の 表 の と お り と

す る こ と 。 た だ し 、 着 色 を 施 し て い な い 木 材 若 し く は 漆 く い の 色 彩 又 は 歴 史 的

建 築 物 の 外 観 を 復 原 す る 場 合 の 色 彩 は 、 こ の 限 り で は な い 。  

 

色 相  明 度  彩 度  

無 彩 色  ２ 以 上 ９ 以 下  - 

10Ｒ ～ ５ Ｙ  

２ 以 上 ７ 以 下  

４ 以 下  

上 記 以 外  ２ 以 下  

 

● 新 道 ゾ ー ン の 外 壁 の 強 調 色 （ ア ク セ ン ト カ ラ ー ） は 、 色 相 、 明 度 及 び 彩 度 を 限

定 せ ず 、 使 用 部 分 を ２ 階 以 下 の 部 分 に 限 る も の と し 、 そ の 使 用 面 積 （ 複 数 の 強

調 色 を 使 用 す る 場 合 は 、 そ の 合 計 面 積 ） は 、 使 用 す る 外 壁 面 の ２ 階 以 下 の 部 分

の 面 積 の ２ ０ 分 の １ 以 下 と す る こ と 。 た だ し 、 着 色 を 施 し て い な い 木 材 若 し く

は 漆 く い の 色 彩 又 は 歴 史 的 建 築 物 の 外 観 を 復 原 す る 場 合 の 色 彩 は 、 こ の 限 り で

は な い 。  

○ 外 部 に 面 す る 建 具 の 色 彩 は 、 茶 系 又 は 黒 褐 色 系 を 基 本 と す る こ と 。 た だ し 、 歴

史 的 建 築 物 の 外 観 を 復 原 す る 場 合 の 色 彩 は 、 こ の 限 り で は な い 。  

○ 勾 配 屋 根 や 庇 の 色 彩 は 、 黒 又 は グ レ ー 系 を 基 本 と し 、 銅 板 の 場 合 は 、 素 材 色 又

は 緑 青 色 と す る こ と 。 た だ し 、 歴 史 的 建 築 物 の 外 観 を 復 原 す る 場 合 の 色 彩 は 、

こ の 限 り で は な い 。  

○ 色 数 は 、 で き る 限 り 少 な く す る と と も に 、 複 数 の 色 を 使 用 す る 場 合 は 、 色 の 三

属 性 （ 色 相 ： 色 あ い 、 明 度 ： 明 る さ 、 彩 度 ： あ ざ や か さ ） の 対 比 が 強 く な ら な

い よ う 努 め る こ と 。  

特 定 屋

内 広 告

物  

● 新 道 ゾ ー ン の 特 定 屋 内 広 告 物 は 、 建 築 物 の １ 階 以 下 の 部 分 に あ っ て は 、 住 所 又

は １ つ の 事 業 所 、 営 業 所 若 し く は 作 業 場 （ 以 下 、「 １ 営 業 所 等 」 と い う 。） に つ

き 、 総 表 示 面 積 を 1平 方 メ ー ト ル 以 内 と す る こ と と し 、 建 築 物 の 2階 以 上 の 部 分

に あ っ て は 、 表 示 し な い も の と す る こ と 。  

● 新 道 ゾ ー ン で は 、 可 変 表 示 式 広 告 物 を 表 示 又 は 設 置 し な い こ と 。  

● 新 道 ゾ ー ン で は 、 ネ オ ン 照 明 そ の 他 こ れ に 類 す る 照 明 を 使 用 し な い こ と 。  

〇 点 滅 ・ 回 転 す る 照 明 及 び 輝 度 が 変 化 す る 照 明 を 使 用 し な い こ と 。 た だ し 、 法 令

に 基 づ く も の 及 び 警 告 若 し く は 交 通 規 制 等 の 用 に 供 す る も の で 公 衆 の 安 全 を 図

る た め に 必 要 の も の は 、 こ の 限 り で な い 。  

建 築 設  

備 等  

○ 室 外 機 、 屋 外 配 管 及 び 太 陽 光 発 電 設 備 そ の 他 の 建 築 設 備 並 び に 屋 外 階 段 は 、 道

路 か ら 見 え る 位 置 に 設 置 し な い よ う 努 め る こ と 。 た だ し 、 や む を 得 ず 道 路 か ら

見 え る 位 置 に 設 置 す る 場 合 は 、 歴 史 的 な ま ち な み と 調 和 し た 色 彩 、 目 隠 し そ の

他 の 意 匠 に よ り 修 景 す る よ う 努 め る こ と 。  

○ 架 空 の 不 要 な 電 線 類 は 、 撤 去 す る よ う 努 め る こ と 。  

○ 照 明 の 色 温 度 は 、 3 , 0 00ケ ル ビ ン 以 下 を 基 本 と す る こ と 。  

○ 点 滅 ・ 回 転 す る 照 明 及 び 輝 度 が 変 化 す る 照 明 は 、 使 用 し な い こ と 。 た だ し 、 法
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令 に 基 づ く も の 及 び 警 告 又 は 交 通 規 制 等 の 用 に 供 す る も の で 公 衆 の 安 全 を 図 る

た め に 必 要 の も の は 、 こ の 限 り で は な い 。  

○ 建 築 物 や 植 栽 の ラ イ ト ア ッ プ 、 行 灯 ・ 提 灯 な ど の 明 か り の 工 夫 な ど に よ り 、 明

る す ぎ ず 暗 す ぎ る こ と の な い 、 風 情 あ る 夜 間 景 観 の 創 出 に 努 め る こ と 。  

○ 照 明 器 具 や 光 源 が 見 え な い 工 夫 及 び 間 接 光 や 拡 散 光 に よ る 柔 ら か い 灯 り に よ る

演 出 の 工 夫 に 努 め る こ と 。  

外 構  

○ 歴 史 的 建 築 物 に 門 、塀 又 は 庭 等 が あ る 場 合 は 、維 持 や 復 原 す る よ う 努 め る こ と 。 

● 新 道 ゾ ー ン に 屋 外 駐 車 ス ペ ー ス を 設 け る 場 合 は 、 新 道 の 道 路 境 界 沿 い に 門 又 は

塀 等 を 設 置 し 、 周 囲 と の 壁 面 の 連 続 性 を 維 持 す る よ う 努 め る こ と 。  

● 新 道 ゾ ー ン の 外 構 舗 装 は 、 新 道 の 石 畳 と 調 和 す る 色 彩 や 素 材 の 使 用 に 努 め る こ

と 。  

工

作

物  

形 態 意  

匠 及 び  

色 彩  

○ 歴 史 的 工 作 物 は 、建 築 当 初 の 外 観 を 尊 重 し て 維 持 や 復 原 を す る こ と 。た だ し 、こ

れ が 難 し い 場 合 は 、 歴 史 的 な ま ち な み に 調 和 し た 素 材 や 工 法 を 採 用 す る こ と 。  

○ 歴 史 的 工 作 物 以 外 の 工 作 物 は 、 当 該 区 域 内 に あ る 歴 史 的 工 作 物 の 建 築 当 初 に 使

用 さ れ て い た 素 材 や 色 彩 を 使 用 す る な ど 、 歴 史 的 な ま ち な み に 調 和 し た 外 観 と

す る こ と 。 た だ し 、 歴 史 的 工 作 物 で 用 い ら れ る 意 匠 の 安 易 な 模 倣 は 、 避 け る こ

と 。  

○ ア ン テ ナ や 通 信 用 鉄 塔 等 は 、で き る だ け 高 さ を 抑 え 、形 状 を 細 く し 、道 路 か ら 見

え に く い 位 置 に 設 置 す る こ と 。  

● 新 道 ゾ ー ン で ゴ ミ 庫 及 び 自 動 販 売 機 を 設 置 す る 場 合 は 、 道 路 か ら 見 え に く い 位

置 に 設 置 す る か 、 歴 史 的 な ま ち な み と 調 和 し た 色 彩 、 目 隠 し そ の 他 の 意 匠 に よ

り 修 景 す る こ と 。  

● 新 道 ゾ ー ン の 駐 車 場 に は 、 新 道 の 道 路 境 界 沿 い に 門 又 は 塀 等 を 設 置 し 、 周 囲 と

の 壁 面 の 連 続 性 を 維 持 す る よ う 努 め る こ と 。  

● 新 道 ゾ ー ン の 基 調 色 は 、 マ ン セ ル 値 に よ る も の と し 、 次 の 表 の と お り と す る こ

と 。 た だ し 、 着 色 を 施 し て い な い 木 材 若 し く は 漆 く い の 色 彩 又 は 歴 史 的 工 作 物

の 外 観 を 復 原 す る 場 合 の 色 彩 は 、 こ の 限 り で は な い 。  

 

色 相  明 度  彩 度  

無 彩 色  ２ 以 上 ９ 以 下  - 

10Ｒ ～ ５ Ｙ  

２ 以 上 ７ 以 下  

４ 以 下  

上 記 以 外  ２ 以 下  

 

● 新 道 ゾ ー ン の 強 調 色（ ア ク セ ン ト カ ラ ー ）は 、色 相 、明 度 及 び 彩 度 を 限 定 せ ず 、

使 用 部 分 を ７ メ ー ト ル 以 下 の 部 分 に 限 る も の と し 、 そ の 使 用 面 積 （ 複 数 の 強 調

色 を 使 用 す る 場 合 は 、そ の 合 計 面 積 ）は 、使 用 す る ７ メ ー ト ル 以 下 の 部 分 の 面 積

の ２ ０ 分 の １ 以 下 と す る こ と 。 た だ し 、 着 色 を 施 し て い な い 木 材 若 し く は 漆 く

い の 色 彩 又 は 歴 史 的 工 作 物 の 外 観 を 復 原 す る 場 合 の 色 彩 は 、こ の 限 り で は な い 。 

木 竹  ○ 既 存 の 植 栽 は 、 適 切 に 維 持 管 理 す る こ と 。  
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備 考  ○ は 新 道 ゾ ー ン 及 び 東 堀 ・ 西 堀 ・ 古 町 通 ゾ ー ン 共 通 の 基 準 、 ● は そ れ ぞ れ の ゾ ー ン ご と の

基 準 を 示 す 。  

注 １  歴 史 的 建 築 物 と は 、 建 築 基 準 法 施 行 の 際 、 現 に 存 す る 建 築 物 を い う 。  

２  歴 史 的 工 作 物 と は 、 建 築 基 準 法 施 行 の 際 、 現 に 存 す る 工 作 物 を い う 。  

３  特 定 屋 内 広 告 物 と は 、 次 に 掲 げ る も の を い う 。  

  (1 )  建 築 物 の 窓 そ の 他 の 開 口 部 （ 建 築 物 の 内 部 を 見 通 す こ と が で き る 壁 面 を 含 む 。 ） に 設 け

ら れ た ガ ラ ス そ の 他 こ れ ら に 類 す る も の の 内 側 の 面 （ 以 下 、 「 屋 内 面 」 と い う 。 ） に 直

接 描 き 、 又 は 直 接 貼 付 し て 、 常 時 又 は 一 定 の 期 間 継 続 し て 屋 外 の 公 衆 に 表 示 す る 広 告 物

等  

   ( 2 )  建 築 物 の 内 側 に お い て 建 築 物 に 定 着 さ せ て 表 示 す る も の の う ち 、 専 ら 屋 外 の 公 衆 に 表 示

す る 目 的 を も っ て 、 常 時 又 は 一 定 の 期 間 継 続 し て 屋 外 の 公 衆 に 表 示 す る 広 告 物 等  

４  可 変 表 示 式 広 告 物 と は 、電 光 ニ ュ ー ス 板 、電 光 広 告 板 、映 像 装 置 そ の 他 の 常 時 表 示 内 容 を 変

え る こ と が で き る 広 告 物 を い う 。  

 

（イ）  東堀・西堀・古町通ゾーン  

● 新 道 ゾ ー ン の 樹 木 を 伐 採 し な い よ う 努 め る こ と 。  

● 新 道 ゾ ー ン に 植 樹 す る 場 合 は 、 当 該 区 域 内 の 歴 史 的 建 築 物 の 前 庭 に 用 い ら れ て

い る 樹 種 を 選 定 す る よ う 努 め る こ と 。  

対 象 事 項  景 観 形 成 基 準 (行 為 制 限 )  

建

築

物  

高 さ  

○ 市 道 中 央 ３ － ８ ０ 号 線 の 道 路 中 心 線 よ り 南 側 の 敷 地 は 、 敷 地 地 盤 面 か ら ４ ０ メ

ー ト ル 以 下 、 市 道 中 央 ３ － ８ ０ 号 線 の 道 路 中 心 線 か ら 北 側 の 敷 地 は 、 敷 地 地 盤

面 か ら ３ ０ メ ー ト ル 以 下 と す る こ と 。た だ し 、こ の 特 別 区 域 施 行 の 際 、こ れ を 超

え て い た 建 築 物 の 増 築 又 は 改 築 に つ い て は 、 既 存 の 高 さ を 超 え な い こ と 。  

配 置  
○ 歴 史 的 建 築 物 の 壁 面 の 位 置 は 、 建 築 当 初 の 位 置 を 維 持 し 、 又 は そ の 位 置 が 改 変

さ れ て い る 場 合 は 復 原 を 基 本 と す る こ と 。  

形 態 意  

匠 及 び  

色 彩  

○ 歴 史 的 建 築 物 は 、 建 築 当 初 の 外 観 を 尊 重 し て 維 持 や 復 原 を す る こ と 。 た だ し 、

こ れ が 難 し い 場 合 は 、 歴 史 的 な ま ち な み に 調 和 し た 素 材 や 工 法 を 採 用 す る こ

と 。  

○ 歴 史 的 建 築 物 以 外 の 建 築 物 は 、 当 該 区 域 内 に あ る 歴 史 的 建 築 物 の 建 築 当 初 に 使

用 さ れ て い た 素 材 や 色 彩 を 使 用 す る な ど 、 歴 史 的 な ま ち な み に 調 和 し た 外 観 と

す る こ と 。 た だ し 、 歴 史 的 建 築 物 で 用 い ら れ る 意 匠 の 安 易 な 模 倣 は 避 け る こ

と 。  

○ 歴 史 的 建 築 物 の 外 壁 は 、 古 町 花 街 建 築 の 特 徴 で あ る 縦 羽 目 板 張 り な ど 、 建 築 当

初 に 使 用 さ れ た 素 材 や 工 法 に よ る 維 持 や 復 原 を 基 本 と す る こ と 。  

○ 歴 史 的 建 築 物 の 軒 及 び 庇 は 、 古 町 花 街 建 築 の 特 徴 で あ る 軒 裏 及 び 庇 裏 の 垂 木 表

し な ど 、 建 築 当 初 に 使 用 さ れ て い る 素 材 や 工 法 に よ る 維 持 や 復 原 を 基 本 と す る

こ と 。  

○ 歴 史 的 建 築 物 の 屋 根 形 状 は 、 建 築 当 初 の 形 状 を 維 持 し 、 又 は そ の 形 状 が 改 変 さ

れ て い る 場 合 は 復 原 を 基 本 と す る こ と 。 歴 史 的 建 築 物 以 外 の 屋 根 形 状 は 、 二 方

向 以 上 に 流 れ る 勾 配 屋 根 と す る よ う 努 め る こ と 。  
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○ 歴 史 的 建 築 物 の 細 部 意 匠 は 、 古 町 花 街 建 築 の 特 徴 で あ る 曲 面 上 裏 、 透 か し 彫 り

の 欄 間 細 工 、 開 口 部 の 目 隠 し 板 や 格 子 な ど 、 建 築 当 初 に 使 用 さ れ た 意 匠 の 維 持

や 復 原 を 基 本 と す る こ と 。  

○ 木 材 、 漆 く い 、 石 、 日 本 瓦 そ の 他 の 当 該 区 域 内 に あ る 歴 史 的 建 築 物 の 建 築 当 初

に 使 用 さ れ て い た 自 然 素 材 等 を 積 極 的 に 用 い る よ う 努 め る こ と 。 自 然 素 材 等 を

使 用 し な い 場 合 は 、 過 度 な 光 沢 の な い も の と す る こ と 。  

● 東 堀 ・ 西 堀 ・ 古 町 通 ゾ ー ン の 外 壁 の 基 調 色 は 、 マ ン セ ル 値 に よ る も の と し 、 次

の 表 の と お り と す る こ と 。 た だ し 、 着 色 を 施 し て い な い 木 材 若 し く は 漆 く い の

色 彩 又 は 歴 史 的 建 築 物 の 外 観 を 復 原 す る 場 合 の 色 彩 は 、 こ の 限 り で は な い 。  

 

色 相  明 度  彩 度  

無 彩 色  ２ 以 上 ９ 以 下  - 

10Ｒ ～ ５ Ｙ  

２ 以 上 8 . 5 以 下  

４ 以 下  

上 記 以 外  ２ 以 下  

 

● 東 堀 ・ 西 堀 ・ 古 町 通 ゾ ー ン の 外 壁 の 強 調 色 （ ア ク セ ン ト カ ラ ー ） は 、 色 相 、 明

度 及 び 彩 度 を 限 定 せ ず 、 使 用 部 分 を ２ 階 以 下 の 部 分 に 限 る も の と し 、 そ の 使 用

面 積 （ 複 数 の 強 調 色 を 使 用 す る 場 合 は 、 そ の 合 計 面 積 ） は 、 使 用 す る 外 壁 面 の

２ 階 以 下 の 部 分 の 面 積 の ２ ０ 分 の １ 以 下 と す る こ と 。 た だ し 、 着 色 を 施 し て い

な い 木 材 若 し く は 漆 く い の 色 彩 又 は 歴 史 的 建 築 物 の 外 観 を 復 原 す る 場 合 の 色 彩

は 、 こ の 限 り で は な い 。  

○ 外 部 に 面 す る 建 具 の 色 彩 は 、 茶 系 又 は 黒 褐 色 系 を 基 本 と す る こ と 。 た だ し 、 歴

史 的 建 築 物 の 外 観 を 復 原 す る 場 合 の 色 彩 は 、 こ の 限 り で は な い 。  

○ 勾 配 屋 根 や 庇 の 色 彩 は 、 黒 又 は グ レ ー 系 を 基 本 と し 、 銅 板 の 場 合 は 、 素 材 色 又

は 緑 青 色 と す る こ と 。 た だ し 、 歴 史 的 建 築 物 の 外 観 を 復 原 す る 場 合 の 色 彩 は 、

こ の 限 り で は な い 。  

○ 色 数 は 、 で き る 限 り 少 な く す る と と も に 、 複 数 の 色 を 使 用 す る 場 合 は 、 色 の 三

属 性 （ 色 相 ： 色 あ い 、 明 度 ： 明 る さ 、 彩 度 ： あ ざ や か さ ） の 対 比 が 強 く な ら な

い よ う 努 め る こ と 。  

特 定 屋

内 広 告

物  

● 東 堀 ・ 西 堀 ・ 古 町 通 ゾ ー ン の 特 定 屋 内 広 告 物 は 、 地 上 か ら の 高 さ 1 0メ ー ト ル 以

下 の 部 分 に あ っ て は 、 一 の 開 口 部 の 面 積 に 対 す る 当 該 開 口 部 に お け る １ 営 業 所

等 あ た り の 表 示 面 積 の 合 計 の 割 合 を ４ 分 の １ 以 内 と す る こ と と し 、 地 上 か ら の

高 さ 1 0メ ー ト ル を 超 え る 部 分 に あ っ て は 、 表 示 し な い も の と す る こ と 。  

● 東 堀 ・ 西 堀 ・ 古 町 通 ゾ ー ン で は 、 可 変 表 示 式 広 告 物 を 表 示 又 は 設 置 し な い こ

と 。 た だ し 、 1基 に つ き 0 . 5平 方 メ ー ト ル を 超 え な い も の は 、 こ の 限 り で な い 。  

● 東 堀 ・ 西 堀 ・ 古 町 通 ゾ ー ン で は 、 ネ オ ン 照 明 そ の 他 こ れ に 類 す る 照 明 を 使 用 し

な い こ と 。 た だ し 、 1基 に つ き 0 . 5平 方 メ ー ト ル を 超 え な い も の は 、 こ の 限 り で

な い 。  

〇 点 滅 ・ 回 転 す る 照 明 及 び 輝 度 が 変 化 す る 照 明 を 使 用 し な い こ と 。 た だ し 、 法 令
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に 基 づ く も の 及 び 警 告 若 し く は 交 通 規 制 等 の 用 に 供 す る も の で 公 衆 の 安 全 を 図

る た め に 必 要 の も の は 、 こ の 限 り で な い 。  

建 築 設  

備 等  

○ 室 外 機 、 屋 外 配 管 及 び 太 陽 光 発 電 設 備 そ の 他 の 建 築 設 備 並 び に 屋 外 階 段 は 、 道

路 か ら 見 え る 位 置 に 設 置 し な い よ う 努 め る こ と 。 た だ し 、 や む を 得 ず 道 路 か ら

見 え る 位 置 に 設 置 す る 場 合 に は 、 歴 史 的 な ま ち な み と 調 和 し た 色 彩 、 目 隠 し そ

の 他 の 意 匠 に よ り 修 景 す る よ う 努 め る こ と 。  

○ 架 空 の 不 要 な 電 線 類 は 、 撤 去 す る よ う 努 め る こ と 。  

○ 照 明 の 色 温 度 は 、 3 , 0 00ケ ル ビ ン 以 下 を 基 本 と す る こ と 。  

○ 点 滅 ・ 回 転 す る 照 明 及 び 輝 度 が 変 化 す る 照 明 は 、 使 用 し な い こ と 。 た だ し 、 法

令 に 基 づ く も の 及 び 警 告 又 は 交 通 規 制 等 の 用 に 供 す る も の で 公 衆 の 安 全 を 図 る

た め に 必 要 の も の は 、 こ の 限 り で は な い 。  

○ 建 築 物 や 植 栽 の ラ イ ト ア ッ プ 、 行 灯 ・ 提 灯 な ど の 明 か り の 工 夫 な ど に よ り 、 明

る す ぎ ず 暗 す ぎ る こ と の な い 、 風 情 あ る 夜 間 景 観 の 創 出 に 努 め る こ と 。  

○ 照 明 器 具 や 光 源 が 見 え な い 工 夫 及 び 間 接 光 や 拡 散 光 に よ る 柔 ら か い 灯 り に よ る

演 出 の 工 夫 に 努 め る こ と 。  

外 構  ○ 歴 史 的 建 築 物 に 門 、塀 又 は 庭 等 が あ る 場 合 は 、維 持 や 復 原 す る よ う 努 め る こ と 。 

工

作

物  

形 態 意  

匠 及 び  

色 彩  

○ 歴 史 的 工 作 物 は 、建 築 当 初 の 外 観 を 尊 重 し て 維 持 や 復 原 を す る こ と 。た だ し 、こ

れ が 難 し い 場 合 は 、 歴 史 的 な ま ち な み に 調 和 し た 素 材 や 工 法 を 採 用 す る こ と 。  

○ 歴 史 的 工 作 物 以 外 の 工 作 物 は 、 当 該 区 域 内 に あ る 歴 史 的 工 作 物 の 建 築 当 初 に 使

用 さ れ て い た 素 材 や 色 彩 を 使 用 す る な ど 、 歴 史 的 な ま ち な み に 調 和 し た 外 観 と

す る こ と 。 た だ し 、 歴 史 的 工 作 物 で 用 い ら れ る 意 匠 の 安 易 な 模 倣 は 、 避 け る こ

と 。  

○ ア ン テ ナ や 通 信 用 鉄 塔 等 は 、で き る だ け 高 さ を 抑 え 、形 状 を 細 く し 、道 路 か ら 見

え に く い 位 置 に 設 置 す る こ と 。  

● 東 堀・西 堀・古 町 通 ゾ ー ン の 基 調 色 は 、マ ン セ ル 値 に よ る も の と し 、次 の 表 の と

お り と す る こ と 。 た だ し 、 着 色 を 施 し て い な い 木 材 若 し く は 漆 く い の 色 彩 又 は

歴 史 的 工 作 物 の 外 観 を 復 原 す る 場 合 の 色 彩 は 、 こ の 限 り で は な い 。  

 

色 相  明 度  彩 度  

無 彩 色  ２ 以 上 ９ 以 下  - 

10Ｒ ～ ５ Ｙ  

２ 以 上 8 . 5 以 下  

４ 以 下  

上 記 以 外  ２ 以 下  

 

● 東 堀・西 堀・古 町 通 ゾ ー ン の 強 調 色（ ア ク セ ン ト カ ラ ー ）は 、色 相 、明 度 及 び 彩

度 を 限 定 せ ず 、 使 用 部 分 を ７ メ ー ト ル 以 下 の 部 分 に 限 る も の と し 、 そ の 使 用 面

積（ 複 数 の 強 調 色 を 使 用 す る 場 合 は 、そ の 合 計 面 積 ）は 、使 用 す る ７ メ ー ト ル 以

下 の 部 分 の 面 積 の ２ ０ 分 の １ 以 下 と す る こ と 。 た だ し 、 着 色 を 施 し て い な い 木

材 若 し く は 漆 く い の 色 彩 又 は 歴 史 的 工 作 物 の 外 観 を 復 原 す る 場 合 の 色 彩 は 、 こ

の 限 り で は な い 。  
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備 考  ○ は 新 道 ゾ ー ン 及 び 東 堀 ・ 西 堀 ・ 古 町 通 ゾ ー ン 共 通 の 基 準 、 ● は そ れ ぞ れ の ゾ ー ン ご と の

基 準 を 示 す 。  

注 １  歴 史 的 建 築 物 と は 、 建 築 基 準 法 施 行 の 際 、 現 に 存 す る 建 築 物 を い う 。  

２  歴 史 的 工 作 物 と は 、 建 築 基 準 法 施 行 の 際 、 現 に 存 す る 工 作 物 を い う 。  

３  特 定 屋 内 広 告 物 と は 、 次 に 掲 げ る も の を い う 。  

  (1 )  屋 内 面 に 直 接 描 き 、 又 は 直 接 貼 付 し て 、 常 時 又 は 一 定 の 期 間 継 続 し て 屋 外 の 公 衆 に 表 示

す る 広 告 物 等  

   ( 2)   建 築 物 の 内 側 に お い て 建 築 物 に 定 着 さ せ て 表 示 す る も の の う ち 、専 ら 屋 外 の 公 衆 に 表 示

す る 目 的 を も っ て 、 常 時 又 は 一 定 の 期 間 継 続 し て 屋 外 の 公 衆 に 表 示 す る 広 告 物 等  

４  可 変 表 示 式 広 告 物 と は 、電 光 ニ ュ ー ス 板 、電 光 広 告 板 、映 像 装 置 そ の 他 の 常 時 表 示 内 容 を 変

え る こ と が で き る 広 告 物 を い う 。  

 

（３）適用除外  （略）  

 

４  景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の方針 (法第８条第２項第３号関係 ) (略 )  

 

５  屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置に関する行為の制限に関す

る事項 (法第８条第２項第４号イ関係 ) 

 

屋外広告物を設置する場合は、掲出方法、掲出数、意匠、形状、高さ、面積、色 彩に

配慮し、設置する建築物や周辺のまちなみと調和したものと し、新潟市屋外広告物条例

（平成 7 年条例第 59 号）第 6 条の規定に基づく規格は、下記のとおりとする。  

 

(１ ) 一般区域  

 新潟市屋外広告物条例施行規則（平成 8 年規則第 17 号）別表第１のとおりとする。  

 

(２ ) 特別区域  

イ  信濃川本川大橋下流沿岸地区（万代シテイ広告物活用地区を除く。）  

 令和６年４月１日施行  

種 類  基 準  

建

築

物

又

は

工

作

屋 上 広 告  

（「 屋 上 広 告 」 と は 、 建

築 物 の 屋 上 に 固 定 し て

設 置 す る も の を い う 。）  

表 示 数  1 面 に つ き 1 広 告 内 容 （ 1 広 告 主 ） で あ る こ と 。  

高 さ  地 上 か ら の 高 さ 10 メ ー ト ル 以 下  

表 示 面 積  鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 若 し く は 鉄 骨 造 又 は こ れ ら に 類 す

る 強 度 を 持 つ 建 築 物 を 利 用 す る も の  

設 置 す る 1 建 物 に つ き 総 表 示 面 積 3 00 平 方 メ ー ト ル

以 内 、 か つ 、 1 面 あ た り 1 00 平 方 メ ー ト ル 以 内  

上 記 以 外 の も の  

木 竹  

○ 既 存 の 植 栽 は 、 適 切 に 維 持 管 理 す る こ と 。  

● 東 堀 ・ 西 堀 ・ 古 町 通 ゾ ー ン で は 、 地 域 に あ っ た 樹 木 な ど に よ り 四 季 の 演 出 を 考

慮 し た 植 栽 に 努 め る こ と 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）適用除外  （略）  

 

４  景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の方針 (法第８条第２項第３号関係 ) (略 )  

 

５  屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置に関する行為の制限に関す

る事項 (法第８条第２項第４号イ関係 ) 

 

屋外広告物を設置する場合は、掲出方法、掲出数、意匠、形状、高さ、面積、色彩に

配慮し、設置する建築物や周辺のまちなみと調和したものと する。併せて、下記の特別

区域については、その地域特性に合わせた配慮を行うものとする。  

 

 地区名  配慮事項  

イ  信 濃 川 本 川 大 橋 下 流

沿岸地区  

信濃川本川大橋下流沿岸地区（万代シテイ広告物活用地

区は除く。）においては、萬代橋を活かし、開放感のある

景観となるよう、以下の事項に配慮すること。  

●屋上広告は以下のとおりとする。  

【高  さ】地上からの高さ１０メートル以下  

●壁面広告は以下のとおりとする。  

【高  さ】地上からの高さ１０メートル以下（自家用広告

物等（ビル又は建物の名称及び社章等に限る。）

を除く。）  

【その他】地上からの高さ１０メートルを超える場合は、

切り文字又は箱文字とすること。  

地 上 か ら の 高 さ １ ０ メ ー ト ル を 超 え る 場 合 で

照明設備を設ける場合は、バックライト式又は
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物

を

利

用

す

る

も

の  

設 置 す る １ 建 物 に つ き 総 表 示 面 積 3 0 平 方 メ ー ト ル

以 内  

表 示 位 置  設 置 す る 建 物 の 壁 面 の 端 か ら 突 き 出 さ な い こ と 。（ 照

明 機 器 等 を 除 く 。）  

そ の 他  け い 光 塗 料 又 は 反 射 塗 料 を 使 用 し な い こ と 。  

壁 面 広 告  

（「 壁 面 広 告 」 と は 、 建

築 物 又 は 工 作 物 の 外 壁

面 に 固 定 し て 設 置 す る

も の （ 外 壁 面 か ら 突 き

出 す も の を 除 く 。） 及 び

外 壁 面 に 固 定 し て 設 置

さ れ た 堅 牢
ろう

な 枠 組 （ 懸

垂 装 置 等 を 除 く 。） を 利

用 し て 表 示 す る 布 状 の

も の を い う 。）  

高 さ  地 上 か ら の 高 さ 10 メ ー ト ル 以 下 （ 自 家 用 広 告 物 等

（ ビ ル 又 は 建 物 の 名 称 及 び 社 章 等 に 限 る 。） を 除 く 。）  

表 示 面 積  設 置 す る 壁 面 の 面 積 の 4 分 の 1 以 内 （ 複 数 設 置 す る 場

合 は 、 壁 面 毎 の 総 表 示 面 積 を 対 象 と す る 。）  

表 示 位 置  (1)  壁 面 の 端 か ら 突 き 出 さ な い も の で あ る こ と 。  

(2)  窓 又 は 開 口 部 を ふ さ が な い も の で あ る こ と 。  

そ の 他  (1)  け い 光 塗 料 又 は 反 射 塗 料 を 使 用 し な い こ と 。  

(2)  地 上 か ら の 高 さ 1 0 メ ー ト ル を 超 え る 場 合 は 、 切

り 文 字 又 は 箱 文 字 と す る こ と 。  

(3)  地 上 か ら の 高 さ 1 0 メ ー ト ル を 超 え る 場 合 で 照 明

設 備 を 設 け る 場 合 は 、 バ ッ ク ラ イ ト 式 又 は 箱 文 字 内

照 式 と す る こ と 。  

突 出 広 告  

（「 突 出 広 告 」 と は 、 建

築 物 又 は 工 作 物 の 外 壁

面 に 固 定 し て 設 置 す る

も の （ 外 壁 面 か ら 突 き

出 す も の に 限 る 。） を い

う 。）  

表 示 個 数  1 壁 面 に つ き 3 個 以 内 （ 自 家 用 広 告 物 等 で 、 表 示 個 数

が 新 潟 市 屋 外 広 告 物 条 例 施 行 規 則 別 表 第 2 (2 )条 例 第

10 条 第 2 項 第 1 号 に 掲 げ る 広 告 物 等 の 項 の 基 準 に 適 合

す る も の を 除 く 。）  

高 さ  地 上 か ら の 高 さ 10 メ ー ト ル 以 下  

道 路 へ の

突 出 幅  

1 メ ー ト ル 以 下  

広 告 物 等

の 下 端 ま

で の 高 さ  

歩 道 上  

地 上 か ら 2 . 5 メ ー ト ル 以 上  

車 道 上 及 び 歩 車 道 の 区 分 の な い 道 路 上  

地 上 か ら 4 . 5 メ ー ト ル 以 上  

そ の 他  け い 光 塗 料 又 は 反 射 塗 料 を 使 用 し な い こ と 。  

電

柱

又

は

街

灯

柱

等

を

利

用

巻 付 広 告 及 び 直 接 塗 装

広 告  

（「 巻 付 広 告 」 又 は 「 直

接 塗 装 広 告 」 と は 、 電

柱 、 街 灯 柱 、 電 話 柱 そ

の 他 こ れ ら に 類 す る も

の を 利 用 し て こ れ ら に

巻 き 付 け 、 又 は 直 接 塗

装 す る も の を い う 。）  

表 示 個 数  柱 1 本 に つ き 1 個  

長 さ  1.5 メ ー ト ル 以 下  

広 告 物 等

の 下 端 ま

で の 高 さ  

地 上 か ら 1 . 2 メ ー ト ル 以 上  

そ の 他  け い 光 塗 料 又 は 反 射 塗 料 を 使 用 し な い こ と 。  

袖 付 広 告  

（「 袖 付 広 告 」 と は 、 電

表 示 個 数  柱 １ 本 に つ き 1 個  

長 さ  1.5 メ ー ト ル 以 下  

箱文字内照式とすること。  

●突出広告は以下のとおりとする。  

【高  さ】地上からの高さ１０メートル以下  

●野立て広告塔・野立て広告板は以下のとおりとする。  

【高  さ】地上からの高さ１０メートル以下  

ウ  旧 齋 藤 家 別 邸 周 辺 地

区  

歴 史 的 ま ち な み の イ メ ー ジ に 調 和 す る よ う 以 下 の 事 項

に配慮すること。  

●非自家用広告物は設置しないこと。  

● デ ジ タ ル サ イ ネ ー ジ や 光 源 が 点 滅 す る 電 光 掲 示 板 等 は

設置しないこと。  

●広告物の色彩は、マンセル値によるものとし、歴史的な

まちなみと調和するよう、無彩色（明度１から９．５ま

で）又は低彩度の茶系色（色相２．５Ｙから５Ｙまで又

は２．５ＹＲから１０ＹＲまで、彩度４以下、明度１か

ら８まで）とする。ただし、表面に装飾的な着色を施し

ていない自然素材（石、木、土、ガラス等）本来の色彩

は、この限りではない。  

●屋外広告物の上端は高さ５メートル以下とすること。  

● 建 築 物 又 は 工 作 物 を 利 用 す る 屋 上 広 告 は 設 置 し な い こ

と。ただし、本屋の外壁に接して設けられた片流れの屋

根についてはこの限りでない。  

● 建 築 物 又 は 工 作 物 を 利 用 す る 突 出 広 告 は 設 置 し な い こ

と。  

● 電 柱 又 は 街 灯 柱 等 を 利 用 す る 巻 付 広 告 及 び 直 接 塗 装 広

告、袖付広告は設置しないこと。  

●野立て広告塔、野立て広告板は、総表示面積を１．６平

方メートル以内、かつ１面０．５平方メートル以内とす

ること。  

●アーチ広告、アドバルーン、つり下げ広告、広告幕、懸

垂幕、はり紙、はり札等は設置しないこと。  

エ  旧 小 澤 家 住 宅 周 辺 地

区  

歴 史 的 ま ち な み に 調 和 す る よ う 以 下 の 事 項 に 配 慮 す る

こと。  

●非自家用広告物は設置しないこと。ただし、当該区域内

の催しに関わるものは除く。  

● デ ジ タ ル サ イ ネ ー ジ や 光 源 が 点 滅 す る 電 光 掲 示 板 等 は

設置しないこと。  

●屋上広告、突出広告、巻付広告及び直接塗装広告、袖付

広告  、アーチ広告、アドバルーン、つり下げ広告、懸垂

幕は設置しないこと。  

●１営業所等につき、総表示面積を 10平方メートル以内と
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す

る

も

の  

柱 、 街 灯 柱 、 電 話 柱 そ

の 他 こ れ ら に 類 す る も

の を 利 用 し て こ れ ら に

袖 付 け に す る も の を い

う 。）  

突 出 幅  0.8 メ ー ト ル 以 下  

広 告 物 等

の 下 端 ま

で の 高 さ  

歩 道 上  

地 上 か ら 2 . 5 メ ー ト ル 以 上  

車 道 上 及 び 歩 車 道 の 区 分 の な い 道 路 上  

地 上 か ら 4 . 5 メ ー ト ル 以 上  

掲 出 方 向  原 則 と し て 道 路 の 外 側  

そ の 他  け い 光 塗 料 又 は 反 射 塗 料 を 使 用 し な い こ と 。  

広

告

塔  

又

は

広

告

板  

野 立 て 広

告 塔  

野 立 て 広

告 板  

（「 野 立

て 広 告

塔 」 と

は 、 支 柱

が 土 地 に

定 着 す る

も の で 柱

状 又 は 塔

状 の も の

を い

う 。）  

（「 野 立

て 広 告

板 」 と

は 、 支 柱

が 土 地 に

定 着 す る

も の で 柱

状 又 は 塔

状 以 外 の

も の を い

う 。）  

(1)  自 家

用 広 告 物 等

で 別 表 第

2(2 )条 例 第

10 条 第 2 項

第 1 号 に 掲

げ る 広 告 物

等 の 項 に 掲

げ る も の 以

外 の も の  

高 さ  地 上 か ら の 高 さ 10 メ ー ト ル 以 下  

表 示 面 積  30 平 方 メ ー ト ル 以 内  

（ 複 数 の 営 業 所 等 の 広 告 物 を 一 の 広 告 物 と し て 設 置 す

る 場 合 に あ っ て は 、 6 0 平 方 メ ー ト ル 以 内 、 か つ 、 1 面

30 平 方 メ ー ト ル 以 内 ）  

そ の 他  ア  交 通 の 見 通 し 及 び 道 路 標 識 の 視 認 性 を 妨 げ な い こ

と 。  

イ  け い 光 塗 料 又 は 反 射 塗 料 を 使 用 し な い こ と 。  

(2)  特 定

の 施 設 の 位

置 又 は 所 在

を 表 示 し 、

又 は 案 内 す

る こ と を 目

的 と す る も

の  

表 示 個 数  住 所 又 は 1 つ の 事 業 所 、 営 業 所 若 し く は 作 業 場 （ 以 下

「 1 営 業 所 等 」 と い う 。） に つ き 2 個 以 内  

表 示 面 積  1 個 当 た り 2 平 方 メ ー ト ル 以 内 （ 複 数 の 営 業 所 等 が 共

同 で 設 置 す る 広 告 物 等 に あ っ て は 、 1 営 業 所 等 当 た り

2 平 方 メ ー ト ル 以 内 で 、 か つ 、 総 表 示 面 積 1 0 平 方 メ ー

ト ル 以 内 ）  

高 さ  地 上 か ら 3 メ ー ト ル 以 下  

そ の 他  ア  表 示 の 内 容 は 、 誘 導 及 び 案 内 の た め に 必 要 な 文 言

又 は 図 表 に 限 る こ と 。  

イ  交 通 上 の 見 通 し 及 び 道 路 標 識 の 視 認 性 を 妨 げ な い

こ と 。  

ウ  け い 光 塗 料 又 は 反 射 塗 料 を 使 用 し な い こ と 。  

(3)  前 2

号 に 掲 げ る

も の 以 外 の

も の  

高 さ  地 上 か ら の 高 さ 6 メ ー ト ル 以 下  

表 示 面 積  30 平 方 メ ー ト ル 以 内  

そ の 他  ア  交 通 上 の 見 通 し 及 び 道 路 標 識 の 視 認 性 を 妨 げ な い

こ と 。  

イ  け い 光 塗 料 又 は 反 射 塗 料 を 使 用 し な い こ と 。  

条

例

第

6

条

第

ア ー チ 広 告  

（「 ア ー チ 広 告 」 と は 、

堅 牢 な 材 料 を 使 用 し て

作 成 さ れ 、 道 路 を 横 断

し て 設 置 さ れ る も の を

い う 。）  

広 告 物 等

の 下 端 ま

で の 高 さ  

歩 道 上  

地 上 か ら 3 . 5 メ ー ト ル 以 上  

車 道 上 及 び 歩 車 道 の 区 分 の な い 道 路 上  

地 上 か ら 5 . 0 メ ー ト ル 以 上  

そ の 他  け い 光 塗 料 又 は 反 射 塗 料 を 使 用 し な い こ と 。  

すること。  

●壁面広告は以下の通りとする。  

【 高 さ 】地上からの高さ４．５メートル以下（自家用

広告物等（ビル又は建物の名称及び社章等に

限る。）を除く。）  

【表示面積】３平方メートル以内  

【 色 彩 】マンセル値によるものとし、無彩色（明度２

から９．５まで）又は茶系色（色相２．５Ｙ

から５Ｙまで又は２．５ＹＲから１０ＹＲま

で、彩度４以下、明度２から６まで）とする。

ただし、表面に装飾的な着色を施していない

自然素材（石、木、土等）本来の色彩は、こ

の限りではない。  

【 そ の 他 】建 築 物 の 壁 面 に 直 接 塗 装 す る 広 告 物 と し な

いこと。  

●野立て広告塔・野立て広告板は以下の通りとする。  

【 高 さ 】地上からの高さ２メートル以下  

【表示面積】１平方メートル以内  

【 色 彩 】マンセル値によるものとし、無彩色（明度２

から９．５まで）又は茶系色（色相２．５Ｙ

から５Ｙまで又は２．５ＹＲから１０ＹＲま

で、彩度４以下、明度２から６まで）とする。

ただし、表面に装飾的な着色を施していない

自然素材（石、木、土等）本来の色彩は、こ

の限りではない。  

●広告幕は以下の通りとする。  

【 大 き さ 】幅３メートル以下、長さ３メートル以下  
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5

号

に

規

定

す

る

も

の  

ア ド バ ル ー ン  

（「 ア ド バ ル ー ン 」 と

は 、 気 球 を 利 用 し て 表

示 す る も の を い う 。）  

大 き さ 等  (1)  長 さ 1 0 メ ー ト ル 以 下 、 幅 1 . 5 メ ー ト ル 以 下 の 布

片 等 に 表 示 し 、 主 綱 に 十 分 緊 結 す る こ と 。  

(2)  掲 揚 中 に 建 築 物 又 は 工 作 物 に 接 触 し な い も の で

あ る こ と 。  

そ の 他  け い 光 塗 料 又 は 反 射 塗 料 を 使 用 し な い こ と 。  

つ り 下 げ 広 告  

（「 つ り 下 げ 広 告 」 と

は 、 ア ー ケ ー ド 類 に 固

定 し て 設 置 す る も の を

い う 。）  

表 示 面 積  4 平 方 メ ー ト ル 以 下  

広 告 物 等

の 下 端 ま

で の 高 さ  

歩 道 上  

地 上 か ら 2 . 5 メ ー ト ル 以 上  

車 道 上 及 び 歩 車 道 の 区 分 の な い 道 路 上  

地 上 か ら 4 . 5 メ ー ト ル 以 上  

そ の 他  け い 光 塗 料 又 は 反 射 塗 料 を 使 用 し な い こ と 。  

広 告 幕  

（「 広 告 幕 」 と は 、 布 状

の も の を さ お 、 ひ も 等

に 掛 け 、 建 築 物 又 は 工

作 物 を 利 用 し て 設 置 す

る も の で 容 易 に 取 り は

ず す こ と が で き る も の

（ 壁 面 広 告 及 び 懸 垂 幕

並 び に 野 立 て 広 告 塔 又

は 野 立 て 広 告 板 の 一 部

と し て 表 示 す る も の を

除 く 。） を い う 。）  

大 き さ  幅 1 .2 メ ー ト ル 以 下 、 長 さ 1 5 メ ー ト ル 以 下  

広 告 物 等  

の 下 端 ま

で の 高 さ  

歩 道 上  

地 上 か ら 3 . 5 メ ー ト ル 以 上  

車 道 上 及 び 歩 車 道 の 区 分 の な い 道 路 上  

地 上 か ら 5 メ ー ト ル 以 上  

そ の 他  (1)  外 周 に 風 圧 に 耐 え る 措 置 が 施 さ れ て い る こ と 。  

(2)  け い 光 塗 料 又 は 反 射 塗 料 を 使 用 し な い こ と 。  

懸 垂 幕  

（「 懸 垂 幕 」 と は 、 布 状

の も の を 建 築 物 又 は 工

作 物 の 外 壁 面 に 固 定 さ

れ た 懸 垂 装 置 等 を 利 用

し て 設 置 す る も の を い

う 。）  

大 き さ  布 状 の も の の 幅 1. 8 メ ー ト ル 以 下 、 長 さ 2 0 メ ー ト ル

以 下  

表 示 面 積  30 平 方 メ ー ト ル 以 内  

個 数  設 置 す る 壁 面 に つ き 5 個 以 内  

そ の 他  (1)  外 周 に 風 圧 に 耐 え る 措 置 が 施 さ れ て い る こ と 。  

(2)  け い 光 塗 料 又 は 反 射 塗 料 を 使 用 し な い こ と 。  

は り 紙  

（「 は り 紙 」 と は 、 紙 製

の も の そ の 他 こ れ に 類

す る も の で 建 築 物 そ の

他 の 工 作 物 等 に は り 付

け る も の を い う 。）  

表 示 面 積  1.5 平 方 メ ー ト ル 以 内  

そ の 他  け い 光 塗 料 又 は 反 射 塗 料 を 使 用 し な い こ と 。  

は り 札 等  

（「 は り 札 等 」 と は 、 容

易 に 取 り 外 す こ と が で

き る 状 態 で 工 作 物 等 に

表 示 面 積  1.0 平 方 メ ー ト ル 以 内  

そ の 他  け い 光 塗 料 又 は 反 射 塗 料 を 使 用 し な い こ と 。  
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取 り 付 け ら れ て い る は

り 札 そ の 他 こ れ に 類 す

る 広 告 物 を い う 。）  

広 告 旗  

（「 広 告 旗 」 と は 、 容 易

に 移 動 さ せ る こ と が で

き る 状 態 で 立 て ら れ 、

又 は 容 易 に 取 り 外 す こ

と が で き る 状 態 で 工 作

物 等 に 取 り 付 け ら れ て

い る 広 告 の 用 に 供 す る

旗 （ こ れ を 支 え る 台 を

含 む 。） を い う 。）  

大 き さ  縦 2 メ ー ト ル 以 下 、 横 1 メ ー ト ル 以 下  

そ の 他  け い 光 塗 料 又 は 反 射 塗 料 を 使 用 し な い こ と 。  

立 看 板 等  

（「 立 看 板 等 」 と は 、 容

易 に 移 動 さ せ る こ と が

で き る 状 態 で 立 て ら

れ 、 又 は 工 作 物 等 に 立

て 掛 け ら れ て い る 立 看

板 そ の 他 こ れ に 類 す る

広 告 物 又 は 掲 出 物 件

（ こ れ ら を 支 え る 台 を

含 む 。） を い う 。）  

大 き さ  縦 2 メ ー ト ル 以 下 、 横 1 メ ー ト ル 以 下  

そ の 他  け い 光 塗 料 又 は 反 射 塗 料 を 使 用 し な い こ と 。  

 

ウ  旧齋藤家別邸周辺地区  平成 28 年１月１日施行  

種 類  基 準  

全 て の 広 告 物 等 共 通  表 示 又 は

設 置 禁 止  

(1)  非 自 家 用 広 告 物 等  

(2)  可 変 表 示 式 広 告 物  

(3)  突 出 広 告 、 巻 付 広 告 、 直 接 塗 装 広 告 、 袖 付 広 告 、

ア ー チ 広 告 、ア ド バ ル ー ン 、つ り 下 げ 広 告 、広 告 幕 、

懸 垂 幕 、 は り 紙 及 び は り 札 等  

色 彩  広 告 物 の 色 彩 は 、マ ン セ ル 値 に よ る も の と し 、歴 史 的 な

ま ち な み と 調 和 す る よ う 、 無 彩 色 （ 明 度 1 か ら 9. 5 ま

で ）又 は 低 彩 度 の 茶 系 色（ 色 相 2 . 5Ｙ か ら 5Ｙ ま で 又 は

2.5Ｙ Ｒ か ら 1 0Ｙ Ｒ ま で 、彩 度 4 以 下 、明 度 1 か ら 8 ま

で ）と す る 。（ 表 面 に 装 飾 的 な 着 色 を 施 し て い な い 自 然

素 材（ 石 、木 、土 、ガ ラ ス 等 ）本 来 の 色 彩 は 、こ の 限 り

で は な い 。）  

高 さ  地 上 か ら の 高 さ 5 メ ー ト ル 以 下  

建 築 物 又 屋 上 広 告  表 示 数  1 面 に つ き 1 広 告 内 容 （ 1 広 告 主 ） で あ る こ と 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

は 工 作 物

を 利 用 す

る も の  

表 示 面 積  鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 若 し く は 鉄 骨 造 又 は こ れ ら に 類 す

る 強 度 を 持 つ 建 築 物 を 利 用 す る も の  

設 置 す る 1 建 物 に つ き 総 表 示 面 積 3 00 平 方 メ ー ト ル

以 内 、 か つ 、 1 面 あ た り 1 00 平 方 メ ー ト ル 以 内  

上 記 以 外 の も の  

設 置 す る １ 建 物 に つ き 総 表 示 面 積 3 0 平 方 メ ー ト ル

以 内  

表 示 位 置  (1)  本 屋 の 外 壁 に 接 し て 設 け ら れ た 片 流 れ の 屋 根 に

設 置 す る こ と 。  

(2)  設 置 す る 建 物 の 壁 面 の 端 か ら 突 き 出 さ な い こ

と 。（ 照 明 機 器 等 を 除 く 。）  

そ の 他  け い 光 塗 料 又 は 反 射 塗 料 を 使 用 し な い こ と 。  

壁 面 広 告  表 示 面 積  設 置 す る 壁 面 の 面 積 の 4 分 の 1 以 内 （ 複 数 設 置 す る 場

合 は 、 壁 面 毎 の 総 表 示 面 積 を 対 象 と す る 。）  

表 示 位 置  (1)  壁 面 の 端 か ら 突 き 出 さ な い も の で あ る こ と 。  

(2)  窓 又 は 開 口 部 を ふ さ が な い も の で あ る こ と 。  

そ の 他  け い 光 塗 料 又 は 反 射 塗 料 を 使 用 し な い こ と 。  

広 告 塔 又

は 広 告 板  

野 立 て 広 告 塔  

野 立 て 広 告 板  

 

表 示 面 積  総 表 示 面 積 1 .6 平 方 メ ー ト ル 以 内 、 か つ 、 1 面 0 .5 平

方 メ ー ト ル 以 内  

 

そ の 他  (1)  交 通 の 見 通 し 及 び 道 路 標 識 の 視 認 性 を 妨 げ な い

こ と 。  

(2)  け い 光 塗 料 又 は 反 射 塗 料 を 使 用 し な い こ と 。  

条 例 第 6

条 第 5 号

に 規 定 す

る も の  

広 告 旗  大 き さ  縦 2 メ ー ト ル 以 下 、 横 1 メ ー ト ル 以 下  

そ の 他  け い 光 塗 料 又 は 反 射 塗 料 を 使 用 し な い こ と 。  

立 看 板 等  大 き さ  縦 2 メ ー ト ル 以 下 、 横 1 メ ー ト ル 以 下  

そ の 他  け い 光 塗 料 又 は 反 射 塗 料 を 使 用 し な い こ と 。  

 

エ  旧小澤家住宅周辺地区  令和２年 11 月１日施行  

種 類  基 準  

全 て の 広 告 物 等 共 通  表 示 又 は

設 置 禁 止  

(1)  非 自 家 用 広 告 物 等（ 当 該 区 域 内 の 催 し に 関 わ る も

の は 除 く 。）  

(2)  可 変 表 示 式 広 告 物  

(3)  屋 上 広 告 、 突 出 広 告 、 巻 付 広 告 、 直 接 塗 装 広 告 、

袖 付 広 告 、ア ー チ 広 告 、ア ド バ ル ー ン 、つ り 下 げ 広 告

及 び 懸 垂 幕  

表 示 面 積  1 営 業 所 等 に つ き 、 総 表 示 面 積 を 1 0 平 方 メ ー ト ル 以 内

と す る こ と 。  

建 築 物 又

は 工 作 物

壁 面 広 告  高 さ  地 上 か ら の 高 さ 4. 5 メ ー ト ル 以 下 （ 自 家 用 広 告 物 等

（ ビ ル 又 は 建 物 の 名 称 及 び 社 章 等 に 限 る 。） を 除 く 。）  
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を 利 用 す

る も の  

表 示 面 積  (1)  3 平 方 メ ー ト ル 以 内   

(2)  設 置 す る 壁 面 の 面 積 の 4 分 の 1 以 内 （ 複 数 設 置

す る 場 合 は 、 壁 面 毎 の 総 表 示 面 積 を 対 象 と す る 。）  

表 示 位 置  (1)  壁 面 の 端 か ら 突 き 出 さ な い も の で あ る こ と 。  

(2)  窓 又 は 開 口 部 を ふ さ が な い も の で あ る こ と 。  

色 彩  マ ン セ ル 値 に よ る も の と し 、 無 彩 色 （ 明 度 2 か ら 9. 5

ま で ） 又 は 茶 系 色 （ 色 相 2 .5Ｙ か ら 5Ｙ ま で 又 は 2 .5Ｙ

Ｒ か ら 1 0Ｙ Ｒ ま で 、 彩 度 4 以 下 ， 明 度 2 か ら 6 ま で ）

と す る 。（ 表 面 に 装 飾 的 な 着 色 を 施 し て い な い 自 然 素

材 （ 石 、 木 、 土 等 ） 本 来 の 色 彩 は 、 こ の 限 り で は な

い 。）  

そ の 他  (1)  け い 光 塗 料 又 は 反 射 塗 料 を 使 用 し な い こ と 。  

(2)  建 築 物 の 壁 面 に 直 接 塗 装 す る 広 告 物 と し な い こ

と 。  

広 告 塔 又

は 広 告 板  

野 立 て 広 告 塔  

野 立 て 広 告 板  

 

高 さ  地 上 か ら の 高 さ 2 メ ー ト ル 以 下  

表 示 面 積  1 平 方 メ ー ト ル 以 内  

色 彩  マ ン セ ル 値 に よ る も の と し 、 無 彩 色 （ 明 度 2 か ら 9. 5

ま で ） 又 は 茶 系 色 （ 色 相 2 .5Ｙ か ら 5Ｙ ま で 又 は 2 .5Ｙ

Ｒ か ら 1 0Ｙ Ｒ ま で 、 彩 度 4 以 下 ， 明 度 2 か ら 6 ま で ）

と す る 。（ 表 面 に 装 飾 的 な 着 色 を 施 し て い な い 自 然 素

材 （ 石 、 木 、 土 等 ） 本 来 の 色 彩 は 、 こ の 限 り で は な

い 。）  

そ の 他  (1)  交 通 の 見 通 し 及 び 道 路 標 識 の 視 認 性 を 妨 げ な い

こ と 。  

(2)  け い 光 塗 料 又 は 反 射 塗 料 を 使 用 し な い こ と 。  

条 例 第 6

条 第 5 号

に 規 定 す

る も の  

広 告 幕  大 き さ  幅 3 メ ー ト ル 以 下 、 長 さ 3 メ ー ト ル 以 下  

広 告 物 等  

の 下 端 ま

で の 高 さ  

歩 道 上  

地 上 か ら 3 . 5 メ ー ト ル 以 上  

車 道 上 及 び 歩 車 道 の 区 分 の な い 道 路 上  

地 上 か ら 5 メ ー ト ル 以 上  

そ の 他  (1)  外 周 に 風 圧 に 耐 え る 措 置 が 施 さ れ て い る こ と 。  

(2)  け い 光 塗 料 又 は 反 射 塗 料 を 使 用 し な い こ と 。  

は り 紙  表 示 面 積  1.5 平 方 メ ー ト ル 以 内  

そ の 他  け い 光 塗 料 又 は 反 射 塗 料 を 使 用 し な い こ と 。  

は り 札 等  表 示 面 積  1.0 平 方 メ ー ト ル 以 内  

そ の 他  け い 光 塗 料 又 は 反 射 塗 料 を 使 用 し な い こ と 。  

広 告 旗  大 き さ  縦 2 メ ー ト ル 以 下 、 横 1 メ ー ト ル 以 下  

そ の 他  け い 光 塗 料 又 は 反 射 塗 料 を 使 用 し な い こ と 。  

立 看 板 等  大 き さ  縦 2 メ ー ト ル 以 下 、 横 1 メ ー ト ル 以 下  

そ の 他  け い 光 塗 料 又 は 反 射 塗 料 を 使 用 し な い こ と 。  
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オ  古町花街地区  令和○年○月○日施行  

（ア）新道ゾーン  

種 類  基 準  

全 て の 広 告 物 等 共 通  表 示 又 は

設 置 禁 止  

(1)  非 自 家 用 広 告 物 等（ 当 該 区 域 内 の 案 内 に 係 る も の

又 は 当 該 区 域 に 関 連 す る お ど り 、 ま つ り そ の 他 の 催

し 等 に 係 る も の に つ い て は 、 こ の 限 り で は な い 。）  

(2)  可 変 表 示 式 広 告 物  

(3)  投 影 広 告 物（ 当 該 区 域 に 関 連 す る お ど り 、ま つ り

そ の 他 の 催 し 等 に 係 る も の に つ い て は 、 こ の 限 り で

な い 。）  

(4)  広 告 物 を 表 示 し て い な い 掲 出 物 件（ 広 告 幕 及 び 提

灯 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。）  

(5)  道 路 の 路 面 に 表 示 す る 広 告 物 等（ 法 令 に 基 づ く も

の 及 び 警 告 若 し く は 交 通 規 制 等 の 用 に 供 す る も の で

公 衆 の 安 全 を 図 る た め に 必 要 の も の は 、 こ の 限 り で

は な い 。）  

(6)  屋 上 広 告 、 巻 付 広 告 、 直 接 塗 装 広 告 、 袖 付 広 告 、

ア ー チ 広 告 、ア ド バ ル ー ン 、つ り 下 げ 広 告 、懸 垂 幕 及

び 広 告 旗  

表 示 個 数  複 数 の 営 業 所 等 の 広 告 物 を 設 置 す る 場 合 に あ っ て は 、

一 の 広 告 物 の 種 類 に 集 約 し て 表 示 又 は 設 置（ 以 下「 集 合

型 」 と い う 。） と す る こ と 。  

表 示 面 積  1 営 業 所 等 に つ き 、総 表 示 面 積 を 3 平 方 メ ー ト ル 以 内 と

す る こ と 。（ 簡 易 広 告 物 の 表 示 面 積 を 除 く 。）  

表 示 内 容  写 真 を 使 用 し な い こ と 。（ は り 紙 、は り 札 等 及 び 立 看 板

等 に 表 示 す る も の で あ っ て 営 業 内 容 を 示 す も の 又 は 当

該 区 域 に 関 連 す る お ど り 、 ま つ り そ の 他 の 催 し 等 に 係

る も の に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。）  

照 明  (1)  点 滅 ・ 回 転 す る 照 明 及 び 輝 度 が 変 化 す る 照 明 は 、

使 用 し な い こ と 。（ 法 令 に 基 づ く も の 及 び 警 告 若 し く

は 交 通 規 制 等 の 用 に 供 す る も の で 公 衆 の 安 全 を 図 る

た め に 必 要 の も の は 、 こ の 限 り で な い 。）  

(2)  ネ オ ン 照 明 そ の 他 こ れ に 類 す る 照 明 は 、使 用 し な

い こ と 。  

(3)  照 明 の 色 温 度 は 、3,0 00 ケ ル ビ ン 以 下 と す る こ と 。

（ 法 令 に 基 づ く も の 又 は 警 告 若 し く は 交 通 規 制 等 の

用 に 供 す る も の で 公 衆 の 安 全 を 図 る た め に 必 要 の も

の は 、 こ の 限 り で な い 。）  

建 壁 面 広 告  高 さ  地 上 か ら の 高 さ 4 メ ー ト ル 以 下 （ 自 家 用 広 告 物 等 （ ビ
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築

物

又

は

工

作

物

を

利

用

す

る

も

の  

 ル 若 し く は 建 物 の 名 称 又 は 店 名 及 び 社 章 若 し く は 店 名

ロ ゴ に 限 る 。） を 除 く 。）  

表 示 面 積  集 合 型  

複 数 の 営 業 所 等 の 広 告 物 を 一 の 広 告 物 に 集 約 し て 表

示 又 は 設 置 す る 場 合 は 、 1 営 業 所 等 に つ き 0 .2 5 平 方 メ

ー ト ル 以 内 、 か つ 、 総 表 示 面 積 1 平 方 メ ー ト ル 以 内  

上 記 以 外 の も の  

1 営 業 所 等 に つ き 総 表 示 面 積 1 平 方 メ ー ト ル 以 内 、

か つ 、 1 基 に つ き 0 .5 平 方 メ ー ト ル 以 内  

表 示 位 置  (1)  壁 面 の 端 か ら 突 き 出 さ な い も の で あ る こ と 。  

(2)  窓 又 は 開 口 部 を ふ さ が な い も の で あ る こ と 。  

(3)  窓 又 は 開 口 部 に 直 接 表 示 し な い こ と 。  

色 彩  (1)  広 告 物 の 地 の 色 及 び 表 示 面 積 の 3 分 の 1 以 上 に

使 用 す る 色 並 び に 掲 出 物 件 の 色 は 、 マ ン セ ル 値 に よ

る も の と し 、 次 の 表 の と お り と す る 。（ 着 色 を 施 し

て い な い 木 材 の 色 彩 は 、 こ の 限 り で な い 。）  

 

色 相  明 度  彩 度  

無 彩 色  1.5 以 上 9 .5 以 下   

10Ｒ ～ 5Ｙ  
2 以 上 7 以 下  

4 以 下  

上 記 以 外  2 以 下  

 

(2)  表 示 面 全 体 で 使 用 で き る 色 数 は 、 4 色 以 下 と す

る 。  

そ の 他  (1)  け い 光 塗 料 又 は 反 射 塗 料 を 使 用 し な い こ と 。  

(2)  壁 面 に 直 接 塗 装 す る 広 告 物 と し な い こ と 。  

突 出 広 告  

 

表 示 個 数  1 営 業 所 等 に つ き 1 個  

高 さ  地 上 か ら の 高 さ 6 メ ー ト ル 以 下  

表 示 面 積  集 合 型  

複 数 の 営 業 所 等 の 広 告 物 を 一 の 広 告 物 に 集 約 し て 表

示 又 は 設 置 す る 場 合 は 、 1 営 業 所 等 に つ き 0 .2 5 平 方 メ

ー ト ル 以 内 、 総 表 示 面 積 1 .5 平 方 メ ー ト ル 以 内 、 か

つ 、 1 面 に つ き 0 .7 5 平 方 メ ー ト ル 以 内  

上 記 以 外 の も の  

1 営 業 所 等 に つ き 総 表 示 面 積 1 . 5 平 方 メ ー ト ル 以

内 、 か つ 、 1 面 0 .7 5 平 方 メ ー ト ル 以 内  

表 示 内 容  自 家 用 広 告 物 等 （ ビ ル 若 し く は 建 物 の 名 称 又 は 店 名 及

び 社 章 若 し く は 店 名 ロ ゴ に 限 る 。） と す る 。  

外 壁 面 か

ら の 突 出

1 メ ー ト ル 以 下  
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幅  

広 告 物 等

の 下 端 ま

で の 高 さ  

歩 道 上  

地 上 か ら 2 . 5 メ ー ト ル 以 上  

車 道 上 及 び 歩 車 道 の 区 分 の な い 道 路 上  

地 上 か ら 4 . 5 メ ー ト ル 以 上  

色 彩  (1)  広 告 物 の 地 の 色 及 び 表 示 面 積 の 3 分 の 1 以 上 に

使 用 す る 色 並 び に 掲 出 物 件 の 色 は 、 マ ン セ ル 値 に よ

る も の と し 、 次 の 表 の と お り と す る 。（ 着 色 を 施 し

て い な い 木 材 の 色 彩 は 、 こ の 限 り で な い 。）  

 

色 相  明 度  彩 度  

無 彩 色  1.5 以 上 9 .5 以 下   

10Ｒ ～ 5Ｙ  
2 以 上 7 以 下  

4 以 下  

上 記 以 外  2 以 下  

 

(2)  表 示 面 全 体 で 使 用 で き る 色 数 は 、 4 色 以 下 と す

る 。  

そ の 他  け い 光 塗 料 又 は 反 射 塗 料 を 使 用 し な い こ と 。  

広

告

塔  

又

は

広

告

板  

野 立 て 広 告 塔  

野 立 て 広 告 板  

 

表 示 個 数  1 営 業 所 等 に つ き 1 個  

高 さ  地 上 か ら の 高 さ 2 メ ー ト ル 以 下  

表 示 面 積  集 合 型  

複 数 の 営 業 所 等 の 広 告 物 を 一 の 広 告 物 に 集 約 し て 表

示 又 は 設 置 す る 場 合 は 、 1 営 業 所 等 に つ き 0 .2 5 平 方 メ

ー ト ル 以 内 、 総 表 示 面 積 2 平 方 メ ー ト ル 以 内 、 か つ 、

1 面 に つ き 1 平 方 メ ー ト ル 以 内  

上 記 以 外 の も の  

1 営 業 所 等 に つ き 総 表 示 面 積 2 平 方 メ ー ト ル 以 内 、

か つ 、 1 面 に つ き 1 平 方 メ ー ト ル 以 内  

表 示 内 容  自 家 用 広 告 物 等 （ ビ ル 若 し く は 建 物 の 名 称 又 は 店 名 及

び 社 章 若 し く は 店 名 ロ ゴ に 限 る 。） と す る 。（ 当 該 区 域

内 の 案 内 に 係 る も の 又 は 当 該 区 域 に 関 連 す る お ど り 、

ま つ り そ の 他 の 催 し 等 に 係 る も の に つ い て は 、 こ の 限

り で な い 。）  

色 彩  (1)  広 告 物 の 地 の 色 及 び 表 示 面 積 の 3 分 の 1 以 上 に

使 用 す る 色 並 び に 掲 出 物 件 の 色 は 、 マ ン セ ル 値 に よ

る も の と し 、 次 の 表 の と お り と す る 。（ 着 色 を 施 し

て い な い 木 材 の 色 彩 は 、 こ の 限 り で な い 。）  

 

色 相  明 度  彩 度  

無 彩 色  1.5 以 上 9 .5 以 下   
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10Ｒ ～ 5Ｙ  
2 以 上 7 以 下  

4 以 下  

上 記 以 外  2 以 下  

 

(2)  表 示 面 全 体 で 使 用 で き る 色 数 は 、 4 色 以 下 と す

る 。  

後 退 距 離  新 道 境 界 線 か ら 0. 3 メ ー ト ル 以 上  

そ の 他  (1)  交 通 の 見 通 し 及 び 道 路 標 識 の 視 認 性 を 妨 げ な い

こ と 。  

(2)  け い 光 塗 料 又 は 反 射 塗 料 を 使 用 し な い こ と 。  

条

例

第

6

条

第

5

号

に

規

定

す

る

も

の  

広 告 幕  

 

表 示 面 積  1 営 業 所 等 に つ き 3 平 方 メ ー ト ル 以 内  

表 示 内 容  自 家 用 広 告 物 等 （ 店 名 又 は 店 名 ロ ゴ に 限 る 。） と す る

こ と 。（ 当 該 区 域 内 の 案 内 に 係 る も の 又 は 当 該 区 域 に

関 連 す る お ど り 、 ま つ り そ の 他 の 催 し 等 に 係 る も の に

つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。）  

広 告 物 等  

の 下 端 ま

で の 高 さ  

歩 道 上  

地 上 か ら 3 . 5 メ ー ト ル 以 上  

車 道 上 及 び 歩 車 道 の 区 分 の な い 道 路 上  

地 上 か ら 5 メ ー ト ル 以 上  

色 彩  (1)  広 告 物 に 使 用 で き る 色 彩 は 、マ ン セ ル 値 に よ る も

の と し 、 彩 度 1 1 以 下 と す る こ と 。  

(2)  広 告 物 に 使 用 で き る 色 数 は 、有 彩 色 を 1 色 ま で と

し 、合 計 3 色 以 内 と す る 。（ 当 該 区 域 内 の 案 内 に 係 る

も の 又 は 当 該 区 域 に 関 連 す る お ど り 、 ま つ り そ の 他

の 催 し 等 に 係 る も の に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。）  

そ の 他  (1)  外 周 に 風 圧 に 耐 え る 措 置 が 施 さ れ て い る こ と 。  

(2)  け い 光 塗 料 又 は 反 射 塗 料 を 使 用 し な い こ と 。  

(3)  綿 、 麻 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 布 製 の 暖 簾 と す る

こ と 。  

提 灯  

（「 提 灯 」 と は 、 竹 等 の

伸 縮 性 の あ る 枠 に 紙 等

を 貼 り 、 建 築 物 又 は 工

作 物 を 利 用 し て 設 置 す

る も の で 容 易 に 取 り は

ず す こ と が で き る も の

を い う 。）  

表 示 面 積  １ 営 業 所 等 に つ き 総 表 示 面 積 1 平 方 メ ー ト ル 以 内 、 か

つ 、 1 基 に つ き 0 . 5 平 方 メ ー ト ル 以 内  

表 示 内 容  自 家 用 広 告 物 等（ 店 名 又 は 店 名 ロ ゴ に 限 る 。）と す る こ

と 。（ 当 該 区 域 内 の 案 内 に 係 る も の 又 は 当 該 区 域 に 関 連

す る お ど り 、 ま つ り そ の 他 の 催 し 等 に 係 る も の に つ い

て は 、 こ の 限 り で な い 。）  

色 彩  (1)  広 告 物 の 地 の 色 は 、白 又 は 赤 色 に 限 る 。（ 着 色 を 施

し て い な い 和 紙 の 色 彩 を 使 用 す る も の 又 は 当 該 区 域

内 の 案 内 に 係 る も の 若 し く は 当 該 区 域 に 関 連 す る お

ど り 、ま つ り そ の 他 の 催 し 等 に 係 る も の に つ い て は 、

こ の 限 り で な い 。）  

(2)  広 告 物 に 使 用 で き る 色 数 は 、有 彩 色 を 1 色 ま で と
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し 、合 計 3 色 以 内 と す る 。（ 当 該 区 域 内 の 案 内 に 係 る

も の 又 は 当 該 区 域 に 関 連 す る お ど り 、 ま つ り そ の 他

の 催 し 等 に 係 る も の に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。） 

そ の 他  け い 光 塗 料 又 は 反 射 塗 料 を 使 用 し な い こ と 。  

は り 紙  

 

表 示 面 積  1.5 平 方 メ ー ト ル 以 内  

表 示 個 数  １ 営 業 所 等 に つ き は り 紙 、 は り 札 及 び 立 看 板 等 の 合 計

10 個 以 内 （ 当 該 区 域 内 の 案 内 に 係 る も の 及 び 当 該 区 域

に 関 連 す る お ど り 、 ま つ り そ の 他 の 催 し 等 に 係 る も の

を 除 く 。）  

そ の 他  (1)  け い 光 塗 料 又 は 反 射 塗 料 を 使 用 し な い こ と 。  

(2)  同 じ 内 容 の も の を 複 数 掲 出 し な い こ と 。  

は り 札 等  

 

表 示 面 積  1.0 平 方 メ ー ト ル 以 内  

表 示 個 数  １ 営 業 所 等 に つ き は り 紙 、 は り 札 及 び 立 看 板 等 の 合 計

10 個 以 内 （ 当 該 区 域 内 の 案 内 に 係 る も の 及 び 当 該 区 域

に 関 連 す る お ど り 、 ま つ り そ の 他 の 催 し 等 に 係 る も の

を 除 く 。）  

そ の 他  (1)  け い 光 塗 料 又 は 反 射 塗 料 を 使 用 し な い こ と 。  

(2)  同 じ 内 容 の も の を 複 数 掲 出 し な い こ と 。  

立 看 板 等  

 

高 さ  地 上 か ら の 高 さ 1. 2 メ ー ト ル 以 下  

表 示 面 積  1 営 業 所 等 当 た り 1 .2 平 方 メ ー ト ル 以 内 、か つ 、1 面 0 .6

平 方 メ ー ト ル 以 内  

大 き さ  横 1 メ ー ト ル 以 下  

表 示 個 数  １ 営 業 所 等 に つ き は り 紙 、 は り 札 及 び 立 看 板 等 の 合 計

10 個 以 内 （ 当 該 区 域 内 の 案 内 に 係 る も の 及 び 当 該 区 域

に 関 連 す る お ど り 、 ま つ り そ の 他 の 催 し 等 に 係 る も の

を 除 く 。）  

そ の 他  け い 光 塗 料 又 は 反 射 塗 料 を 使 用 し な い こ と 。  

 

（イ）東堀・西堀・古町通ゾーン  

種 類  基 準  

全 て の 広 告 物 等 共 通  表 示 又 は

設 置 禁 止  

(1)  非 自 家 用 広 告 物 等（ 当 該 区 域 内 の 案 内 に 係 る も の

又 は 当 該 区 域 に 関 連 す る お ど り 、 ま つ り そ の 他 の 催

し 等 に 係 る も の に つ い て は 、 こ の 限 り で は な い 。）  

(2)  可 変 表 示 式 広 告 物 （ 1 基 に つ き 0 .5 平 方 メ ー ト ル

を 超 え な い も の は 、 こ の 限 り で な い 。）  

(3)  投 影 広 告 物（ 当 該 区 域 に 関 連 す る お ど り 、ま つ り

そ の 他 の 催 し 等 に 係 る も の に つ い て は 、 こ の 限 り で

な い 。）  

照 明  (1)  点 滅 ・ 回 転 す る 照 明 及 び 輝 度 が 変 化 す る 照 明 は 、

使 用 し な い こ と 。（ 法 令 に 基 づ く も の 及 び 警 告 若 し く
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は 交 通 規 制 等 の 用 に 供 す る も の で 公 衆 の 安 全 を 図 る

た め に 必 要 の も の は 、 こ の 限 り で な い 。）  

(2 )   ネ オ ン 照 明 そ の 他 こ れ に 類 す る 照 明 は 、 使 用 し

な い こ と 。（ 1 基 に つ き 0.5 平 方 メ ー ト ル を 超 え な い

も の は 、 こ の 限 り で な い 。）  

建

築

物

又

は

工

作

物

を

利

用

す

る

も

の  

屋 上 広 告  

 

表 示 数  1 面 に つ き 1 広 告 内 容 （ 1 広 告 主 ） で あ る こ と 。  

高 さ  10 メ ー ト ル 以 下 、 か つ 、 地 上 か ら 広 告 物 等 を 設 置 す る

箇 所 ま で の 高 さ の 3 分 の 2 以 下  

市 道 中 央 ３ － ８ ０ 号 線 の 道 路 中 心 線 よ り 南 側 の 敷 地 に

設 置 す る も の  

地 上 か ら の 高 さ 40 メ ー ト ル 以 下  

市 道 中 央 ３ － ８ ０ 号 線 の 道 路 中 心 線 か ら 北 側 の 敷 地 に

設 置 す る も の  

地 上 か ら の 高 さ 30 メ ー ト ル 以 下  

表 示 面 積  鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 若 し く は 鉄 骨 造 又 は こ れ ら に 類 す

る 強 度 を 持 つ 建 築 物 を 利 用 す る も の  

設 置 す る 1 建 物 に つ き 総 表 示 面 積 3 00 平 方 メ ー ト ル

以 内 、 か つ 、 1 面 あ た り 1 00 平 方 メ ー ト ル 以 内  

上 記 以 外 の も の  

設 置 す る １ 建 物 に つ き 総 表 示 面 積 3 0 平 方 メ ー ト ル

以 内  

表 示 位 置  設 置 す る 建 物 の 壁 面 の 端 か ら 突 き 出 さ な い こ と 。（ 照

明 機 器 等 を 除 く 。）  

そ の 他  け い 光 塗 料 又 は 反 射 塗 料 を 使 用 し な い こ と 。  

壁 面 広 告  

 

高 さ  地 上 か ら の 高 さ 10 メ ー ト ル 以 下 （ 自 家 用 広 告 物 等

（ ビ ル 若 し く は 建 物 の 名 称 又 は 店 名 及 び 社 章 若 し く は

店 名 ロ ゴ に 限 る 。） を 除 く 。）  

表 示 面 積  設 置 す る 壁 面 の 面 積 の 4 分 の 1 以 内 （ 複 数 設 置 す る 場

合 は 、 壁 面 毎 の 総 表 示 面 積 を 対 象 と す る 。）  

表 示 位 置  (1)  壁 面 の 端 か ら 突 き 出 さ な い も の で あ る こ と 。  

(2)  窓 又 は 開 口 部 を ふ さ が な い も の で あ る こ と 。  

そ の 他  (1)  け い 光 塗 料 又 は 反 射 塗 料 を 使 用 し な い こ と 。  

(2)  壁 面 に 直 接 塗 装 す る 広 告 物 と し な い こ と 。  

突 出 広 告  

 

表 示 個 数  1 壁 面 に つ き 3 個 以 内 （ 自 家 用 広 告 物 等 で 、 表 示 個 数

が 新 潟 市 屋 外 広 告 物 条 例 施 行 規 則 別 表 2( 2)条 例 第 10

条 第 2 項 第 1 号 に 掲 げ る 広 告 物 等 の 項 の 基 準 に 適 合 す

る も の を 除 く 。）  

広 告 物 等

の 下 端 ま

で の 高 さ  

歩 道 上   

地 上 か ら 2 . 5 メ ー ト ル 以 上  

車 道 上 及 び 歩 車 道 の 区 分 の な い 道 路 上  
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地 上 か ら 4 . 5 メ ー ト ル 以 上  

道 路 へ の

突 出 幅  

1 メ ー ト ル 以 下  

そ の 他  け い 光 塗 料 又 は 反 射 塗 料 を 使 用 し な い こ と 。  

電

柱

又

は

街

灯

柱

等

を

利

用

す

る

も

の  

巻 付 広 告 及 び 直 接 塗 装

広 告  

 

表 示 個 数  柱 1 本 に つ き 1 個  

長 さ  1.5 メ ー ト ル 以 下  

広 告 物 等

の 下 端 ま

で の 高 さ  

地 上 か ら 1 . 2 メ ー ト ル 以 上  

そ の 他  け い 光 塗 料 又 は 反 射 塗 料 を 使 用 し な い こ と 。  

袖 付 広 告  

 

表 示 個 数  柱 １ 本 に つ き 1 個  

長 さ  1.5 メ ー ト ル 以 下  

突 出 幅  0.8 メ ー ト ル 以 下  

広 告 物 等

の 下 端 ま

で の 高 さ  

歩 道 上  

地 上 か ら 2 . 5 メ ー ト ル 以 上  

車 道 上 及 び 歩 車 道 の 区 分 の な い 道 路 上  

地 上 か ら 4 . 5 メ ー ト ル 以 上  

掲 出 方 向  原 則 と し て 道 路 の 外 側  

そ の 他  け い 光 塗 料 又 は 反 射 塗 料 を 使 用 し な い こ と 。  

広

告

塔  

又

は

広

告

板  

野 立 て 広 告 塔  

野 立 て 広 告 板  

高 さ  地 上 か ら の 高 さ 6 メ ー ト ル 以 下  

表 示 面 積  地 上 か ら の 高 さ 2 メ ー ト ル 以 下 3 0 平 方 メ ー ト ル 以 内

（ 1 面 1 5 平 方 メ ー ト ル 以 内 ）  

そ の 他  (1)  交 通 の 見 通 し 及 び 道 路 標 識 の 視 認 性 を 妨 げ な い

こ と 。  

(2)  け い 光 塗 料 又 は 反 射 塗 料 を 使 用 し な い こ と 。  

条

例

第

6

条

第

5

号

に

規

定

す

る

ア ー チ 広 告  

 

広 告 物 等

の 下 端 ま

で の 高 さ  

歩 道 上  

地 上 か ら 3 . 5 メ ー ト ル 以 上  

車 道 上 及 び 歩 車 道 の 区 分 の な い 道 路 上  

地 上 か ら 5 . 0 メ ー ト ル 以 上  

そ の 他  け い 光 塗 料 又 は 反 射 塗 料 を 使 用 し な い こ と 。  

ア ド バ ル ー ン  

 

大 き さ 等  (1)  長 さ 1 0 メ ー ト ル 以 下 、 幅 1 . 5 メ ー ト ル 以 下 の 布

片 等 に 表 示 し 、 主 綱 に 十 分 緊 結 す る こ と 。  

(2)  掲 揚 中 に 建 築 物 又 は 工 作 物 に 接 触 し な い も の で

あ る こ と 。  

そ の 他  け い 光 塗 料 又 は 反 射 塗 料 を 使 用 し な い こ と 。  

つ り 下 げ 広 告  

 

表 示 面 積  4 平 方 メ ー ト ル 以 下  

広 告 物 等

の 下 端 ま

歩 道 上  

地 上 か ら 2 . 5 メ ー ト ル 以 上  
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も

の  

で の 高 さ  車 道 上 及 び 歩 車 道 の 区 分 の な い 道 路 上  

地 上 か ら 4 . 5 メ ー ト ル 以 上  

そ の 他  け い 光 塗 料 又 は 反 射 塗 料 を 使 用 し な い こ と 。  

広 告 幕  

 

大 き さ  幅 1 .2 メ ー ト ル 以 下 、 長 さ 1 5 メ ー ト ル 以 下  

広 告 物 等  

の 下 端 ま

で の 高 さ  

歩 道 上  

地 上 か ら 3 . 5 メ ー ト ル 以 上  

車 道 上 及 び 歩 車 道 の 区 分 の な い 道 路 上  

地 上 か ら 5 メ ー ト ル 以 上  

そ の 他  (1)  外 周 に 風 圧 に 耐 え る 措 置 が 施 さ れ て い る こ と 。  

(2)  け い 光 塗 料 又 は 反 射 塗 料 を 使 用 し な い こ と 。  

懸 垂 幕  

 

大 き さ  布 状 の も の の 幅 1. 8 メ ー ト ル 以 下 、 長 さ 2 0 メ ー ト ル

以 下  

表 示 面 積  30 平 方 メ ー ト ル 以 内  

個 数  設 置 す る 壁 面 に つ き ５ 個 以 内  

そ の 他  (1)  外 周 に 風 圧 に 耐 え る 措 置 が 施 さ れ て い る こ と 。  

(2)  け い 光 塗 料 又 は 反 射 塗 料 を 使 用 し な い こ と 。  

は り 紙  

 

表 示 面 積  1.5 平 方 メ ー ト ル 以 内  

そ の 他  (1)  け い 光 塗 料 又 は 反 射 塗 料 を 使 用 し な い こ と 。  

(2)  同 じ 内 容 の も の を 複 数 掲 出 し な い こ と 。  

は り 札 等  

 

表 示 面 積  1.0 平 方 メ ー ト ル 以 内  

そ の 他  (1)  け い 光 塗 料 又 は 反 射 塗 料 を 使 用 し な い こ と 。  

(2)  同 じ 内 容 の も の を 複 数 掲 出 し な い こ と 。  

広 告 旗  大 き さ  縦 2 メ ー ト ル 以 下 、 横 1 メ ー ト ル 以 下  

そ の 他  け い 光 塗 料 又 は 反 射 塗 料 を 使 用 し な い こ と 。  

立 看 板 等  

 

大 き さ  縦 2 メ ー ト ル 以 下 、 横 1 メ ー ト ル 以 下  

そ の 他  け い 光 塗 料 又 は 反 射 塗 料 を 使 用 し な い こ と 。  

注 １  こ れ ら の 表 に お い て 自 家 用 広 告 物 等 と は 、自 己 の 氏 名 、名 称 、店 名 若 し く は 商 標 又 は 自 己 の 事

業 若 し く は 営 業 の 内 容 を 表 示 す る た め 、自 己 の 住 所 又 は 事 業 所 、営 業 所 若 し く は 作 業 場 に 表 示 し 、

又 は 設 置 す る 広 告 物 等 を い う 。  

２  こ れ ら の 表 に お い て 管 理 用 広 告 物 等 と は 、 自 己 の 管 理 す る 土 地 又 は 物 件 に 管 理 上 の 必 要 に 基

づ き 表 示 し 、 又 は 設 置 す る 広 告 物 等 を い う 。  

３  こ れ ら の 表 に お い て 非 自 家 用 広 告 物 等 と は 、 自 家 用 広 告 物 等 及 び 管 理 用 広 告 物 等 以 外 の 広 告

物 等 を い う 。  

４  こ れ ら の 表 に お い て 可 変 表 示 式 広 告 物 と は 、電 光 ニ ュ ー ス 板 、電 光 広 告 板 、映 像 装 置 そ の 他 の

常 時 表 示 内 容 を 変 え る こ と が で き る 広 告 物 を い う 。  

５  こ れ ら の 表 に お い て 投 影 広 告 物 と は 、 建 築 物 等 に 光 で 投 影 す る 方 法 に よ り 表 示 さ れ る 広 告 物

を い う 。  

６  こ れ ら の 表 に お い て 店 名 ロ ゴ と は 、 店 名 を 図 形 等 に 表 し た も の を い う 。  

７  こ れ ら の 表 に お い て 地 の 色 と は 、 文 字 や 図 形 の 背 景 と な る 部 分 の 色 を い う 。  
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８  こ れ ら の 表 に 定 め の な い 種 類 の 広 告 物 等 に 係 る 基 準 に つ い て は 、 こ れ ら の 表 に 定 め る 種 類 の

基 準 と の 均 衡 等 を 考 慮 し て 市 長 が 別 に 定 め る 。  

 

(３ ) ５（１）及び（２）の規定にかかわらず、次に掲げる場合の新潟市屋外広告物条

例第 6 条に規定する規格は、それぞれの定めによるものとする。  

ア  法令又は条例若しくは規則に特別の定めがある場合  

 イ  市長が、公益上特別な事由があると認める規格による場合  

 

(４ ) 特別区域の変更に伴う広告物の規格等の経過措置  

ア  変更後の新潟市景観計画により５（２）に定める規格が施行される日前に、新潟

市屋外広告物条例の規定により許可を受けている広告物等の規格については、 ５

（２）に定める規格にかかわらず、当該許可の期間が満了するまでの間（当該広告

物等のうち改修、移転又は除却が容易でないと市長が認める広告物等の規格につい

ては、当分の間）、なお従前の例による。ただし、当該許可を受けている広告物等

について同条例第 4 条第 1 項に規定する変更又は改造の許可を受けようとする場

合は、この限りでない。  

イ  変更後の新潟市景観計画により５（２）に定める規格が施行される日前に適法に

表示され、又は設置されている広告物等（アに規定するものを除く。）の規格につ

いては、５（２）に定める規格にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。た

だし、当該広告物等の変更又は改造（同条例施行規則第 8 条に規定する軽微な変更

又は改造を除く。）をしようとする場合は、この限りでない。  
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新潟市景観計画特別区域  古町花街地区  区域図  
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新潟市屋外広告物条例施行規則  新旧対照表（案）  

改  正  案  現     行  

 

新潟市屋外広告物条例施行規則（平成 8 年規則第 17 条 ) 

 

（規格）  

第 10 条  条例第 6 条に規定する規格は、別表第 1 のとおりとする。  

２  前項の規定にかかわらず、景観法（平成 16 年法律第 110 号）に基づき定められた新

潟市景観計画（平成 19 年新潟市告示第 59 号）における特別区域に係る条例第 6 条に規

定する規格は、同景観計画における屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設

置に関する行為の制限に関する事項のとおりとする。  

３  前 2 項の規定にかかわらず、次に掲げる場合の条例第 6 条に規定する規格は、それ

ぞれの定めによるものとする。  

(１ ) 法令又は条例若しくは規則に特別の定めがある場合  

(２ ) 市長が、公益上特別な事由があると認める規格による場合  

 

（適用除外）  

第 11 条  条例第 10 条第１項第４号、同条第２項第１号から第３号まで、同条第３項及

び同条第５項第１号に規定する基準は、別表第２のとおりとする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新潟市屋外広告物条例施行規則（平成 8 年規則第 17 条 ) 

 

（規格）  

第 10 条  条例第 6 条に規定する規格は、別表第 1 のとおりとする。ただし、次に掲げる

場合は、それぞれの定めによるものとする。  

(１ ) 法令又は条例若しくは規則に特別の定めがある場合  

(２ ) 景観法（平成 16 年法律第 110 号）に基づく新潟市景観計画に位置付けられた景観

計画特別区域について、市長が定めた規格による場合  

(３ ) 市長が、公益上特別な事由があると認める規格による場合  

 

 

 

 

（適用除外）  

第 11 条  条例第 10 条第１項第４号、同条第２項第１号から第３号まで、同条第３項及

び同条第５項第１号に規定する基準は、別表第２のとおりとする。  
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別表第２（第 11 条関係）  

(1) （ 略 ）  

(2) 条例第

10 条第 2

項第 1 号

に掲げる

広告物等  

  条 例 第 7 条 （ 禁

止 地 域 ） に お け

る 基 準 （ 新 潟 市

景 観 計 画 特 別 区

域  古 町 花 街 地 区  

新 道 ゾ ー ン を 除

く ）  

条 例 第 7 条 （ 禁

止 地 域 ） 以 外 に

お け る 基 準 （ 新

潟 市 景 観 計 画 特

別 区 域  古 町 花 街

地 区  新 道 ゾ ー ン

を 除 く ）  

新 潟 市 景 観 計 画 特 別

区 域  古 町 花 街 地 区  

新 道 ゾ ー ン に お け る

基 準  

表 示 個 数（ は り 紙 、は

り 札 等 、広 告 旗 及 び 立

看 板 等（ 以 下「 簡 易 広

告 物 」 と い う 。） に 係

る も の を 除 く 。）  

1 営 業 所 等 に つ き

3 個 以 内  

1 営 業 所 等 に つ き

5 個 以 内  

1 営 業 所 等 に つ き  

5 個 以 内  

表 示 個 数（ 簡 易 広 告 物

に 係 る も の に 限 る 。）  

1 営 業 所 等 に つ き

1 0 個 以 内  

1 営 業 所 等 に つ き

1 0 個 以 内  

1 営 業 所 等 に つ き  

1 0 個 以 内  

表 示 面 積（ 簡 易 広 告 物

に 係 る も の を 除 く 。）  

合 計 1 0 平 方 メ ー

ト ル 以 内  

合 計 1 0 平 方 メ ー

ト ル 以 内  

合 計 1 平 方 メ ー ト ル

以 内  

道 路 へ の 突 出

幅  

1 メ ー ト ル 以 内  1 メ ー ト ル 以 内  1 メ ー ト ル 以 内  

その他  ア  け い 光 塗 料

又 は 反 射 塗 料

を 使 用 し な い

こ と 。  

イ  表 示 場 所 は

屋 上 以 外 で あ

る こ と 。  

け い 光 塗 料 又 は

反 射 塗 料 を 使 用

し な い こ と 。  

け い 光 塗 料 又 は 反 射

塗 料 を 使 用 し な い こ

と 。  

(3) 条例第

10 条第 2

項第 2 号

に掲げる

広告物等  

 新 潟 市 景 観 計 画 特 別 区 域   

古 町 花 街 地 区  新 道 ゾ ー ン  

以 外 に お け る 基 準  

新 潟 市 景 観 計 画 特 別 区 域   

古 町 花 街 地 区  新 道 ゾ ー ン  

に お け る 基 準  

表示個数  1 団 の 土 地 又 は 1 物 件 に つ

き 2 個 以 内  

1 団 の 土 地 又 は 1 物 件 に つ き  

2 個 以 内  

表示面積  合 計 1 0 平 方 メ ー ト ル 以 内  合 計 1 平 方 メ ー ト ル 以 内  

その他  け い 光 塗 料 又 は 反 射 塗 料 を  

使 用 し な い こ と 。  

け い 光 塗 料 又 は 反 射 塗 料 を  

使 用 し な い こ と 。  

（ 4） ～ （ 6）  （ 略 ）  

 

 

別表第２（第 11 条関係）  

(1) （ 略 ）  

(2) 条例第 10

条第 2 項第 1

号に掲げる広

告物等  

  条 例 第 7 条 （ 禁 止

地 域 ） に お け る 基

準  

条 例 第 7 条 （ 禁 止 地

域 ） 以 外 に お け る 基

準  

表 示 個 数（ は り 紙 、は

り 札 等 、広 告 旗 及 び 立

看 板 等（ 以 下「 簡 易 広

告 物 」 と い う 。） に 係

る も の を 除 く 。）  

1 営 業 所 等 に つ き

3 個 以 内  

1 営 業 所 等 に つ き  

5 個 以 内  

表 示 個 数（ 簡 易 広 告 物

に 係 る も の に 限 る 。）  

1 営 業 所 等 に つ き

1 0 個 以 内  

1 営 業 所 等 に つ き

1 0 個 以 内  

表 示 面 積（ 簡 易 広 告 物

に 係 る も の を 除 く 。）  

合 計 1 0 平 方 メ ー

ト ル 以 内  

合 計 1 0 平 方 メ ー ト

ル 以 内  

道 路 へ の 突 出

幅  

1 メ ー ト ル 以 内  1 メ ー ト ル 以 内  

その他  ア  け い 光 塗 料 又

は 反 射 塗 料 を 使

用 し な い こ と 。  

イ  表 示 場 所 は 屋

上 以 外 で あ る こ

と 。  

け い 光 塗 料 又 は 反 射

塗 料 を 使 用 し な い こ

と 。  

(3) 条例第 10

条第 2 項第 2

号に掲げる広

告物等  

表示個数  1 団 の 土 地 又 は 1 物 件 に つ き 2 個 以 内  

表示面積  合 計 1 0 平 方 メ ー ト ル 以 内  

その他  け い 光 塗 料 又 は 反 射 塗 料 を 使 用 し な い こ

と 。  

（ 4） ～ （ 6）  （ 略 ）  
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新潟市屋外広告物条例施行規則に規定する別表第１ 他（現行） 

 

別表第１（第 10 条関係） 

 

  種類 基準 

建

築

物

又

は

工

作

物

を

利

用

す

る

も

の  

屋上広告 

（「屋上広告」とは、建築物の

屋上に固定して設置するものを

いう。） 

表示数  1 面につき 1 広告内容（ 1 広告

主）であること。 

高さ  15 メートル以下、かつ、地上か

ら広告物等を設置する箇所までの

高さの 3 分の 2 以下 

地上からの高さ 48 メートル以下 

表示面積  鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨

造又はこれらに類する強度を持つ

建築物を利用するもの 

設置する 1 建物につき総表示面

積 300 平方メートル以内、かつ、

1 面あたり 100 平方メートル以内 

上記以外のもの 

設置する１建物につき総表示面

積 30 平方メートル以内 

表示位置  設置する建物の壁面の端から突き

出さないこと。（照明機器等を除

く。） 

その他  けい光塗料又は反射塗料を使用し

ないこと。 

壁面広告 

（「壁面広告」とは、建築物又

は工作物の外壁面に固定して設

置するもの（外壁面から突き出

すものを除く。）及び外壁面に

固定して設置された堅牢
ろう

な枠組

（懸垂装置等を除く。）を利用

して表示する布状のものをい

う。） 

高さ  地上からの高さ 15 メートル以下

（自家用広告物等（ビル又は建物

の名称及び社章等に限る。）を除

く。） 

表示面積  設置する壁面の面積の 4 分の 1 以

内（複数設置する場合は、壁面毎

の総表示面積を対象とする。） 

表示位置  (1)  壁面の端から突き出さない

ものであること。 

(2)  窓又は開口部をふさがない

ものであること。 

その他  けい光塗料又は反射塗料を使用し 

参考資料５ 

(議案第２号関連 )  
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 突出広告 

（「突出広告」とは、建築物又

は工作物の外壁面に固定して設

置するもの（外壁面から突き出

すものに限る。）をいう。） 

表示個数  1 壁面につき 3 個以内（自家用広

告物等で、表示個数が別表 2(2)条

例第 10 条第 2 項第 1 号に掲げる

広告物等の項の基準に適合するも

のを除く。） 

道路への

突出幅  

1 メートル以下 

広告物等

の下端ま

での高さ  

歩道上 

地上から 2.5 メートル以上 

車道上及び歩車道の区分のない道

路上 

地上から 4.5 メートル以上 

その他  けい光塗料又は反射塗料を使用し

ないこと。 

電

柱

又

は

街

灯

柱

等

を

利

用

す

る

も

の  

巻付広告及び直接塗装広告 

（「巻付広告」又は「直接塗装

広告」とは、電柱、街灯柱、電

話柱その他これらに類するもの

を利用してこれらに巻き付け、

又は直接塗装するものをい

う。） 

表示個数  柱 1 本につき 1 個 

長さ  1.5 メートル以下 

広告物等

の下端ま

での高さ  

地上から 1.2 メートル以上 

その他  けい光塗料又は反射塗料を使用し

ないこと。 

袖付広告 

（「袖付広告」とは、電柱、街

灯柱、電話柱その他これらに類

するものを利用してこれらに袖

付けにするものをいう。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表示個数  柱１本につき 1 個 

長さ  1.5 メートル以下 

突出幅  0.8 メートル以下 

広告物等

の下端ま

での高さ  

歩道上 

地上から 2.5 メートル以上 

車道上及び歩車道の区分のない道

路上 

地上から 4.5 メートル以上 

掲出方向  原則として道路の外側 

その他  けい光塗料又は反射塗料を使用し

ないこと。 
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広

告

塔  

又

は

広

告

板  

野立て広告塔 

野立て広告板 

（「野立て広 

告塔」とは、

支柱が土地に

定着するもの

で柱状又は塔

状のものをい

う。）  

 

(1)  自家用

広告物等で

別表第 2(2)

条例第10条

第 2 項第 1

号に掲げる

広告物等の

項に掲げる

もの以外の

もの 

高さ  地上からの高さ 15 メートル以下 

表示面積  30 平方メートル以内 

（複数の営業所等の広告物を一の 

広告物として設置する場合にあっ

ては、 60 平方メートル以内、か

つ、 1 面 30 平方メートル以内） 

 （「野立て広

告板」とは、

支柱が土地に

定着するもの

で柱状又は塔

状以外のもの

をいう。）  

   

後退距離  市街化調整区域等にあっては、一

般国道、主要地方道及び鉄道等

（新幹線を除く。以下同じ。）の

敷地境界線から 2 メートル以上 

その他  ア 交通の見通し及び道路標識の

視認性を妨げないこと。 

イ けい光塗料又は反射塗料を使

用しないこと。 

(2)  特定の

施設の位置

又は所在を

表示し、又

は案内する

ことを目的

とするもの 

表示個数  住所又は 1 つの事業所、営業所若

しくは作業場（以下「 1 営業所

等」という。）につき 2 個以内 

表示面積  1 個当たり 2 平方メートル以内

（複数の営業所等が共同で設置す

る広告物等にあっては、 1 営業所

等当たり 2 平方メートル以内で、

かつ、総表示面積 10 平方メート

ル以内） 

高さ  地上から 3 メートル以下 

その他  ア 表示の内容は、誘導及び案内

のために必要な文言又は図表に

限ること。 

イ 交通上の見通し及び道路標識

の視認性を妨げないこと。 

ウ けい光塗料又は反射塗料を使

用しないこと。 

(3)  前 2 号 高さ  地上からの高さ 6 メートル以下 
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に掲げるも

の以外のも

の 

表示面積  30 平方メートル以内 

後退距離  市街化調整区域等にあっては、一

般国道、主要地方道及び鉄道等の

敷地境界線から 50 メートル以上 

広告物相

互間距離  

市街化調整区域等にあって、高速

自動車道及び新幹線の敷地境界線

から 300 メートルを超え 500 メー

トル以内のもの 

300 メートル以上 

市街化調整区域等にあって、一般

国道、主要地方道及び鉄道等の敷

地境界線から 100 メートル以内の

もの 

50 メートル以上 

    

その他  ア 交通上の見通し及び道路標識

の視認性を妨げないこと。 

イ けい光塗料又は反射塗料を使

用しないこと。 

条

例

第

6

条

第

5

号

に

規

定

す

る

も

の  

アーチ広告 

（「アーチ広告」とは、堅牢な

材料を使用して作成され、道路

を横断して設置されるものをい

う。） 

広告物等

の下端ま

での高さ  

歩道上 

地上から 3.5 メートル以上 

車道上及び歩車道の区分のない道

路上 

地上から 5.0 メートル以上 

その他  けい光塗料又は反射塗料を使用し

ないこと。 

アドバルーン 

（「アドバルーン」とは、気球

を利用して表示するものをい

う。） 

 

 

 

 

 

 

(1)  長さ 10 メートル以下、幅 1.5 メートル

以下の布片等に表示し、主綱に十分緊結する

こと。 

(2)  掲揚中に建築物又は工作物に接触しない

ものであること。 

その他  けい光塗料又は反射塗料を使用し

ないこと。 

つり下げ広告 

（「つり下げ広告」とは、アー

表示面積  4 平方メートル以下 

広告物等 歩道上 
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ケード類に固定して設置するも

のをいう。） 

の下端ま

での高さ  

地上から 2.5 メートル以上 

車道上及び歩車道の区分のない道

路上 

地上から 4.5 メートル以上 

その他  けい光塗料又は反射塗料を使用し

ないこと。 

広告幕 

（「広告幕」とは、布状のもの

をさお、ひも等に掛け、建築物

又は工作物を利用して設置する

もので容易に取りはずすことが

できるもの（壁面広告及び懸垂

幕並びに野立て広告塔又は野立

て広告板の一部として表示する

ものを除く。）をいう。） 

大きさ  幅 1.2 メートル以下、長さ 15 メ

ートル以下 

広告物等  

の下端ま

での高さ  

歩道上 

 地上から 3.5 メートル以上 

車道上及び歩車道の区分のない道

路上 

 地上から 5 メートル以上 

その他  (1)  外周に風圧に耐える措置が

施されていること。 

(2)  けい光塗料又は反射塗料を

使用しないこと。 

懸垂幕 

（「懸垂幕」とは、布状のもの

を建築物又は工作物の外壁面に

固定された懸垂装置等を利用し

て設置するものをいう。） 

大きさ  布状のものの幅 1.8 メートル以

下、長さ 20 メートル以下 

表示面積  30 平方メートル以内 

個数  設置する壁面につき５個以内 

その他  (1)  外周に風圧に耐える措置が

施されていること。 

(2)  けい光塗料又は反射塗料を

使用しないこと。 

はり紙 

（「はり紙」とは、紙製のもの

その他これに類するもので建築

物その他の工作物等にはり付け

るものをいう。） 

 

 

 

 

表示面積  1.5 平方メートル以内 

その他  けい光塗料又は反射塗料を使用し

ないこと。 

はり札等 

（「はり札等」とは、容易に取

表示面積  1.0 平方メートル以内 

その他  けい光塗料又は反射塗料を使用し
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り外すことができる状態で工作

物等に取り付けられているはり

札その他これに類する広告物を

いう。） 

ないこと。 

広告旗 

（「広告旗」とは、容易に移動

させることができる状態で立て

られ、又は容易に取り外すこと

ができる状態で工作物等に取り

付けられている広告の用に供す

る旗（これを支える台を含

む。）をいう。） 

大きさ  縦 2 メートル以下、横 1 メートル

以下 

その他  けい光塗料又は反射塗料を使用し

ないこと。 

立看板等 

（「立看板等」とは、容易に移 

動させることができる状態で立

てられ、又は工作物等に立て掛

けられている立看板その他これ

に類する広告物又は掲出物件

（これらを支える台を含む。）

をいう。） 

大きさ  縦 2 メートル以下、横 1 メートル 

以下  

その他  けい光塗料又は反射塗料を使用し

ないこと。 

 

注 1  自家用広告物等とは、自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若し

くは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に

表示し、又は設置する広告物等をいう。 

2  市街化調整区域等とは、次に定める区域をいう。ただし、別に市長が指定する区

域を除く。 

(1)  新潟都市計画区域内の市街化調整区域 

(2)  新潟都市計画区域以外で用途地域が定められていない区域 

3  この表に定めのない種類の広告物等に係る基準については、この表に定める種類

の基準との均衡等を考慮して市長が別に定める。 
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新潟市屋外広告物条例施行規則に規定する景観計画特別区域における広告物等の規格 

（新潟市告示）（現行） 

 

新潟市告示 第 759号 

 

新潟市景観計画に位置付けられた景観計画特別区域「旧齋藤家別邸周辺地区」にお

ける広告物等の規格について 

 

 新潟市屋外広告物条例（平成 7 年条例第 59 号）第 6 条に規定する新潟市屋外広告物条

例施行規則（平成 8 年規則第 17 号）第 10 条第 2 号の広告物等の規格を次の通り定め，

平成 28 年 1 月 1 日から施行する。 

 

平成 27 年 12 月 28 日 

 

                              新潟市長  篠田 昭 

 

 新潟市景観計画に位置付けられた景観計画特別区域「旧齋藤家別邸周辺地区」における

広告物等の規格は，新潟市屋外広告物条例施行規則別表第 1 に次の基準を加える。ただし，

新潟市屋外広告物条例第 10 条第 1 項に該当する広告物等はこの限りではない。 

 

(1)  非自家用広告物は設置しないこと。 

(2)  デジタルサイネージや光源が点滅する電光掲示板等は設置しないこと。 

(3)  広告物の色彩は，マンセル値によるものとし，歴史的なまちなみと調和するよう，

無彩色（明度 1 から 9.5 まで）又は低彩度の茶系色（色相 2.5 Ｙから 5 Ｙまで又は

2.5 ＹＲから 10 ＹＲまで，彩度 4 以下，明度 1 から 8 まで）とする。ただし，表

面に装飾的な着色を施していない自然素材（石，木，土，ガラス等）本来の色彩は，

この限りではない。 

(4)  屋外広告物の上端は高さ 5 メートル以下とすること。 

(5)  建築物又は工作物を利用する屋上広告は設置しないこと。ただし，本屋の外壁に

接して設けられた片流れの屋根についてはこの限りでない。 

(6)  建築物又は工作物を利用する突出広告は設置しないこと。 

(7)  電柱又は街灯柱等を利用する巻付広告及び直接塗装広告，袖付広告は設置しない

こと。 

(8)  野立て広告塔，野立て広告板は，総表示面積を 1.6 平方メートル以内，かつ 1 面

0.5 平方メートル以内とすること。 

(9)  アーチ広告，アドバルーン，つり下げ広告，広告幕，懸垂幕，はり紙，はり札等

は設置しないこと。 
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新潟市告示第 626号 

 

新潟市景観計画に位置付けられた景観計画特別区域「旧小澤家住宅周辺地区」にお

ける広告物等の規格について 

 

 新潟市屋外広告物条例（平成 7 年条例第 59 号）第 6 条に規定する新潟市屋外広告物条

例施行規則（平成 8 年規則第 17 号）第 10 条第 2 号の広告物等の規格を次の通り定め，

令和 2 年 11 月 1 日から施行する。 

 

令和 2 年 10 月 5 日 

 

                             新潟市長  中原 八一 

 

 新潟市景観計画に位置付けられた景観計画特別区域「旧小澤家住宅周辺地区」における

広告物等の規格は，新潟市屋外広告物条例施行規則別表第 1 に次の基準を加える。ただし，

新潟市屋外広告物条例第 10 条第 1 項に該当する広告物等はこの限りではない。 

 

(1)  非自家用広告物は設置しないこと。( ただし，当該区域内の催しに関わるものは除

く ) 

(2)  デジタルサイネージや光源が点滅する電光掲示板等は設置しないこと。 

(3)  屋上広告，突出広告，巻付広告及び直接塗装広告，袖付広告，アーチ広告，アドバ

ルーン及びつり下げ広告，懸垂幕は設置しないこと。 

(4)  1営業所等につき，総表示面積を10平方メートル以内とすること。 

(5)  壁面広告は以下の通りとする。 

【 高 さ 】 地上からの高さ 4.5 メートル以下（自家用広告物等（ビル又は建物の名称及

び社章等に限る。）を除く。） 

【表示面積】 3平方メートル以内 

【 色 彩 】 マンセル値によるものとし，無彩色（明度 2から 9.5 まで）又は茶系色（色

相 2.5 Ｙから 5Ｙまで又は 2.5 ＹＲから10ＹＲまで，彩度 4以下，明度 2 か

ら 6 まで）とする。ただし，表面に装飾的な着色を施していない自然素材

（石，木，土等）本来の色彩は，この限りではない。 

【その他】 建築物の壁面に直接塗装する広告物としないこと。 

(6)  野立て広告塔・野立て広告板は以下の通りとする。 

【 高 さ 】 地上からの高さ 2メートル以下 

【表示面積】 1平方メートル以内 

 

【 色 彩 】 マンセル値によるものとし，無彩色（明度 2から 9.5 まで）又は茶系色（色
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相 2.5 Ｙから 5Ｙまで又は 2.5 ＹＲから10ＹＲまで，彩度 4以下，明度 2 か

ら 6 まで）とする。ただし，表面に装飾的な着色を施していない自然素材

（石，木，土等）本来の色彩は，この限りではない。 

(7)  広告幕は以下の通りとする。 

【大きさ】 幅 3メートル以下，長さ 3 メートル以下 
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新潟市告示第 637号 

 

新潟市景観計画に位置付けられた景観計画特別区域「信濃川本川大橋下流沿岸地区」にお

ける広告物等の規格について 

 

 新潟市屋外広告物条例施行規則（平成８年新潟市規則第１７号）第１０条第２号の規定

により広告物等の規格を次のとおり定める。 

 

令和５年１２月２７日 

 

新潟市長  中原 八一 

 

 新潟市景観計画に位置付けられた景観計画特別区域「信濃川本川大橋下流沿岸地区」

（万代シテイ広告物活用地区は除く。）における広告物等の規格は、新潟市屋外広告物条

例施行規則別表第１に次の基準を加える。 

 

（１）屋上広告は以下のとおりとする。 

【高さ】地上から高さの１０メートル以下 

（２）壁面広告は以下のとおりとする。 

【高さ】地上から高さの１０メートル以下（自家用広告物等（ビル又は建物の名称及び社

章等に限る。）を除く。） 

【その他】地上からの高さ１０メートルを超える場合は、切り文字又は箱文字とすること。 

地上からの高さ１０メートルを超える場合で照明設備を設ける場合は、バックライト式又

は箱文字内照式とすること。 

（３）突出広告は以下のとおりとする。 

【高さ】地上からの高さ１０メートル以下 

（４）野立て広告塔・野立て広告板は以下のとおりとする。 

【高さ】地上からの高さ１０メートル以下 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和６年４月１日から施行する。 

 

（経過措置） 

２ この告示の施行の日前に新潟市屋外広告物条例（平成７年新潟市条例第５９号）の規

定により許可を受けている広告物等の規格については、この告示で定める基準にかかわら

ず、当該許可の期間が満了するまでの間（当該広告物等のうち改修、移転又は除却が容易
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でないと市長が認める広告物等の規格については、当分の間）、なお従前の例による。た

だし、当該許可に係る広告物等の同条例第４条第１項に規定する変更又は改造の許可を受

けようとする場合は、この限りでない。 

３ この告示の施行の日前に適法に表示され、又は設置されている広告物等（前項に規定

するものを除く。）の規格については、この告示の基準にかかわらず、当分の間、なお従

前の例による。ただし、当該広告物等の変更又は改造（軽微な変更又は改造を除く。）を

しようとする場合は、この限りでない。 

 



- 1 - 

 

新潟市景観計画の一部変更（案）に対する 

パブリックコメント及び新潟市都市計画審議会の結果 

 

１ パブリックコメントの実施結果 

（１）ご意見の募集期間 

   令和７年１０月８日（水曜） ～ 令和７年１１月７日（金曜） 

（２）広報手段 

①市報にいがた掲載 

②市ホームページに掲載 

③まちづくり推進課、各区役所、各出張所等で配布 

④区域内の地権者及びテナント事業者へ郵送及び投函で配布 

（３）ご意見の提出状況 

意見提出者数：２名 

意見数   ：７件 

（４）ご意見の概要 

No. 項目 ご意見の概要 案の修正 

１ 区域の範囲 
西堀前通８番町には歴史的建造物はほとんどないため新

道ゾーンから外すべき。 
無し 

２ 建築物の高さ 

新道ゾーンで現行３階建て以上の建築物を２階建てに建

て替える場合、賃料減少が見込まれるため、建て替えに伴

って賃料減が生じた場合は補助金を支給するべき。 

無し 

３ 

形態意匠 

屋外広告物 

新道ゾーンでシャッターを使用しないよう努めることに

ついて、防犯上の危険性が危惧される。 
有り 

４ 
外壁の基調色や建具の色彩、屋外広告物の色彩の基準につ

いて、規制が厳し過ぎるため努力義務とすべき。 
無し 

５ 

古町再興を考えていただける市の方針には感謝する。 

当店は客層を変える努力のため白壁と白木の外観に改装

した。和風という点では共通するが、白壁の明度が基準に

適合しないこととなってしまう。 

有り 

６ 

その他 

店舗によって間口や建物面積が異なる。間口や面積に応じ

た助成金制度があるべき。 
無し 

７ 

建物の改善によってまちなみが変わるだけで人流が変わ

るだろうか。民間企業や個人が投資をしようと思えるよ

う、堀割再生など、市の本気度を示すべき。 

無し 

 

２ 第 160回新潟市都市計画審議会（令和 8年 1月 16日開催）の結果 

  各々の委員より、区域の範囲や広告物の制限に関する質疑、防災力強化に向けたご意見等が

ありましたが、新潟市都市計画審議会としては、「意見なし」となりました。 

参考資料６ 
(議案第１・２号関連) 


